
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年１０月に沈設した人工漁礁

令和８年度 

鹿児島県 徳之島町 

令和７年４月に開設した





 

 

 
 

 

 

 

   

 

課  名 電話番号  課  名 電話番号 

住民生活課 82-1114 総 務 課 82-1111 

介護福祉課 82-1115 企 画 課 82-1112 

健康増進課 82-1116 ふるさと納税推進室 82-1113 

税 務 課 82-1117 職員組合室 82-1240 

水 道 課 82-1118 その他公共施設 

会 計 課 82-1110 生涯学習センター 82-1309 

農林水産課 82-1150 〃    FAX 82-2905 

地籍調査室 82-1154 おもてなし観光課 83-0731 

建 設 課 82-1155 〃    FAX 83-0730 

選挙管理委員会 82-1156 地域営業課 83-4111 

農業委員会 82-1160 〃   FAX 83-1114 

耕 地 課 82-1170 給食センター 82-1208 

議会事務局 82-1130    〃   FAX 82-1889 

教 育 委 員 会 保健センター 83-3121 

社会教育課 82-2904 〃   FAX 83-2736 

学校教育課 82-1308 花徳支所 84-0048 

教育委員会 FAX 82-2413 〃   FAX 84-1596 

 

 代 表 番 号 0997-82-1111 

 代 表 F A X 0997-82-1101 

 新  電話番号（FAX）一覧表 



 

 

 

 

 

 

集落名 駐在員名 課 名 集落担当職員 電話・内線 

大原１ 岸部 十三子 

総 務 課 長川 浩也 82-1111 大原２ 井登 美智子 

白 井 不 在 

尾 母 東  裕 也 健康増進課 琉  喬 至 82-1116 

南 原 岸 ケイ子 農林水産課 直  勇 志 82-1150 

南 区 福田 哲也 

介護福祉課 住田 義和 82-1115 

介護福祉課 重 田  聖 82-1115 

地域営業課 泰 良  亮 83-4111 

中 区 西川 利男 

介護福祉課 東  幸 樹 82-1115 

企 画 課 白松 俊亮 82-1113 

建 設 課 直 島  巧 82-1155 

東 区 杉 山  力 

税 務 課 米山 太平 82-1117 

社会教育課 里村 哲修 82-2904 

企 画 課 内山 亮平 84-1112 

北 区 幸多 勝弘 

おもてなし観光課 吉田 創志 83-0731 

地域営業課 白山 亮太 83-4111 

耕 地 課 盛  拓 馬 82-1170 

亀 徳 実山 正樹 
企 画 課 政田 武蔵 82-1112 

税 務 課 住田 直幸 82-1117 

徳和瀬 里村 忠弥 
総 務 課 直  大 生 82-1111 

企 画 課 深川 将歳 82-1112 

諸 田 里内 吉司 保健センター 徳 ちはる 83-3121 

神之嶺 水野 榮安 耕 地 課 白山 拓矢 82-1170 

井之川 加  佳 仁 農林水産課 嶺山 朋生 82-1150 

下久志 時  亮 総 務 課 上田 健太 82-1111 

旭ヶ丘 米山 恵二 社会教育課 久保 鳴美 82-1309 

池 間 中島 敏光 水 道 課 米原 祐磨 82-1118 

反 川 満田 秀博 建 設 課 川畑 優也 82-1155 

大 当 武島 成仁 花 徳 支 所 田中 大地 84-0048 

徳之島町では集落担当職員を配置しています。 

駐在員と役場の懸け橋として活動しますので、何かありましたら 

お気軽に集落担当職員へ連絡してください。（代表電話：82-1111） 

 

集落担当職員一覧 

【令和８年 4月 1日現在】 



 

花時名 太 孝一郎 おもてなし観光課 仲田 英貴 83-0731 

前 川 山 口  史 総 務 課 森  淳 82-1111 

新 村 井口 廣人 給食センター 馬勝 慶紀 82-1208 

上花徳 保岡 盛寿 耕 地 課 保岡 健太 82-1170 

轟 木 森田 隆治 農林水産課 鵜木 一真 82-1150 

畦 安本 弘道 花 徳 支 所 林  孝 俊 84-0048 

港 川 岩 本  博 社会教育課 岩本 祥也 82-2904 

内千川 有 川  一 建 設 課 長 井  翼 82-1155 

山 里 武元 直和 税 務 課 政  大 貴 82-1117 

金 見 太良 富彦 監査事務局 元田 大貴 82-1156 

手 々 村山 佐ヱ明 遺産センター 中島 美和 84-0726 
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歳 入 

歳 出 

主な予算 

一般会計 
 

１．議会事務局        

２．総務課       

３．企画課          

４．会計課 

５．税務課 

６．選挙管理委員会･監査 

７．住民生活課 

８．介護福祉課 

９．健康増進課･保健センター 

10．農業委員会 

11．農林水産課 

12．耕地課 

13．地域営業課 

14．おもてなし観光課 

15．建設課・地籍調査室 

16．学校教育課･給食センター 

17．社会教育課 

18．花徳支所 

 

 
 

10 

11～13 

14～18 

18 

19～20 

21 

22～24 

25～28 

29～34 

35～36 

36～44 

44～45 

46 

47～48 

49～51 

52～56 

57～59 

60 

目 

次 

   特別会計 
 

19．国民健康保険事業特別会計 

20．介護保険事業特別会計 

21．後期高齢者医療特別会計 

22．水道事業会計 

23．下水道事業会計（農排） 

24．下水道事業会計（下水道） 

 
 

60～62 

63 

64 

65 

66 

67 

 

１ 予算の基礎知識 

予算ってなんだろう？ 

目 

次 
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１．予算の基礎知識 

新しい年度が始まる前に、１年間（４月から翌年の３月まで）にどのくらいの収入が

あるか、その収入をもとにして、行政サービスをどのように行うのかを計画し、その費

用を見積もります。これらの内容をまとめたものが予算書で、徳之島町に入ってくるお

金のことを「歳入」、使うお金のことを「歳出」と呼んでいます。 

Ｑ 
 Ａ 

 

徳之島町 

Ｑ 
 

Ａ 
 町長は、各担当課の予算提案を施政方針や各種計画に基づいて予算案をまとめ、町議

会に提出します。提出された予算案は、町民の代表である町議会議員により審議され、

町議会の議決により予算が決められます。 

予 算 

議 決 
調 整 

議 会 

町 民 

執 行 

町 長 
公開 監視 

予
算
の
基
礎
知
識 
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台風などの自然災害、社会情勢の変化等により当初見積もった経費に見直しが必要とな

った場合は、変更する予算案を作り、当初予算と同じように町議会へ提出します。概ね６

月、９月、１２月、３月の定例議会で変更します。 

Ｑ 
 Ａ 

 

Ｑ 
 

予算が決まるまでには、徳之島町の場合約４か月かかります。担当課は、町民向けのサ

ービスや新しい事業を実施するための予算を要望します。それを財政担当課が社会情勢や

財政状況などを考慮し、実際にどのくらいのお金が必要なのか検討します。お金が足りな

い場合は、優先順位をつけることも重要となります。 

Ａ 
 

予
算
の
基
礎
知
識 

4 月～ 

12 月上旬 

12 月下旬 

1 月上旬 

2 月中旬 

３月上旬 

何度も調整を重ね

て予算は決められ

ているんだね。 
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■令和８年度一般会計及び特別会計当初予算前年度比較 

会 計 名 令和８年度 令和７年度 前 年 比 

一 般 会 計 8,669,700 8,734,400 ▲64,700 

特 

別 

会 

計 

国民健康保険事業 1,322,618 1,241,661 80,957 

介護保険事業 1,016,384 1,014,623 1,761 

後期高齢者医療 188,226 154,999 33,227 

水道事業 450,783 440,070 10,713 

下水道事業 276,849 279,126 ▲2,277 

合  計 11,924,560 11,864,879 59,681 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
 

特別会計 

って？ 

Ｑ 
 

令和８Ｑ 
 

Ａ 
 

福祉、教育等の行政サービスや道路の整備や公営住宅の建設など基本的

な行政サービスを行うための会計です。 

特定の目的のための会計で、国民健康保険や介護保険など徳之島町には

５の特別会計があります。 

一般会計 

って？ 

令和６、７年度は東天城中

学校の建設や物価高騰の影

響で、予算が多くなってお

り、令和８年度は昨年度よ

り 0.7％減額予算となって

います。 

（単位：百万円） 

予
算
の
基
礎
知
識 

8,253 

7,986 

8,405 

8,787 8,734 

8,669 

7,400

7,600

7,800

8,000

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8

単位：千円 
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■令和８年度一般会計歳入予算 

項  目 説  明 金 額 前年度比 

自主財源 町が自主的に調達できる収入 2,611,550 75,375 

自 

主 

財 

源 

町 税 皆さんが町に納めた税金です。 979,524 2,237 

分担金及び負担金 

事業に係る経費の一部を受益の程度に

応じて利用者に負担していただくお金

です。 

42,420 5,031 

使用料及び手数料 
施設の利用や証明書を発行する際にい

ただくお金です。 
150,954 2,172 

財産収入 
町の財産を売払い、貸付する際にいた

だくお金です。 
39,929 1,811 

寄附金 町へ寄付していただいたお金です。 438,696 35,003 

繰入金 
各種基金（貯金・運用資金）を取り崩

して使うお金です。 
792,347 6,325 

繰越金 前年度からの繰越金です。 30,000 0 

諸収入 いずれにも当てはまらない収入です。 137,680 22,796 

依存財源 
国や県からの交付、割り当てられるお

金や町債（借金） 
6,058,150 ▲140,075 

依
存
財
源 

譲与税・交付金・交

付税 

消費税や所得税など皆さんが国や県に

納めた税金の一部です。 

使い道は自由です。 

3,672,133 52,315 

国・県支出金 
皆さんが国に納めた税金の一部。使い

道は決められています。 
1,779,217 ▲49,790 

町 債 銀行などからの借入（借金）です。 606,800 ▲142,600 

合  計 8,669,700 ▲64,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 
 

Ａ 
 

２．歳 入 

単位：千円 

ちなみに・・・ 
 

依存財源には、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割交付金、

地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、 

地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、 

県支出金、町債などがあります。 

予
算
の
基
礎
知
識 
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Ｑ 
 

Ａ 
 

％ %

地方交付税 

3,370,000 

38.9％ 

国庫支出金 

1,058,637 

12.2％ 

県支出金 

720,580 

8.3％ 

町 債 

606,800 

7.0％ 

町 税 

979,524 

11.3％ 

（単位：千円） 

繰 越 金 30,000（0.3％）  諸 収 入 137,680（1.6％） 

財産収入 39,929（0.5％）  繰 入 金 792,347（9.1％） 

使用料及び手数料 150,954（1.7％） 

分担金及び負担金  42,420（0.5％） 

地 方 譲 与 税 49,086（0.6％）  利 子 割 交 付 金   250（0.0％） 

配 当 割 交 付 金  2,000（0.0％）   2,000（0.0％） 

法人事業税交付金  18,893（0.2％）  環境性能割交付金 6,000（0.1％）  

地 方 特 例 交 付 金 22,904（0.3％）   1,000（0.0％） 

地方消費税交付金 200,000（2.3％） 

徳之島町は、歳入の多くを地方交付税などの依存財源に頼って

いる状況にあります。今後も貴重な自主財源である町税の確保に

努め、国庫補助事業や交付税措置のある地方債の活用により健全

な財政運営に努める必要があります。 

自主財源 

2,611,550 

30.1％ 

依存財源  

6,058,150 

69.9％ 

歳 
 

入 

寄附金 

438,696 

5.1％ 
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■令和８年度一般会計歳出予算 

項  目 説  明 金 額 前年度比 

議 会 費 
議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運

営などに使う経費 
99,693 1,476 

総 務 費 
庁舎などの管理、財政管理、町税の賦課徴収、戸

籍など役場の全般的な仕事に使う経費 
1,431,937 44,727 

民 生 費 
児童、高齢者、心身障害者などの支援などに使う

経費 
1,842,503 390 

衛 生 費 
医療、公衆衛生、ごみなどの一般廃棄物の収集処

理などに使う経費 
1,068,503 10,928 

農林水産費 農林漁業の振興、技術の普及などに使う経費 822,676 61,114 

商 工 費 商工業の振興、観光振興などに使う経費 172,214 28,416 

土 木 費 
道路、河川、住宅などの公共施設の整備や維持管

理に使う経費 
876,211 114,301 

消 防 費 
災害、風水害、地震等の災害から町民を守るため

の経費 
337,025 19,473 

教 育 費 
幼稚園・学校の管理や建設、生涯学習、文化財保

護など教育行政に使う経費 
1,148,185 ▲366,714 

災害復旧費 災害復旧のために使う経費 2,925 520 

公 債 費 
事業を行うために国や金融機関から借り入れた町

債（借金）の返済金 
864,827 20,669 

諸 支 出 金 他の支出科目に含まれない経費をまとめたもの 1 0 

予 備 費 
緊急に支出を必要とする場合に備えて用意してい

るお金 
3,000 0 

合    計 8,669,700 ▲64,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに・・・ 
各課が行う事業に合わせた項目から予算は支出されています。 

○総務費・・・総務課、企画課、会計課、税務課、選挙管理委員会、監査など 

○議会費・・・議会事務局   ○土木費・・・建設課  ○民生費・・・介護福祉課など 

○教育費・・・学校教育課、社会教育課 

○農林水産費・・・農林水産課、耕地課、地域営業課など 

○衛生費・・・健康増進課（保健センター）、住民生活課 

○商工費・・・おもてなし観光課 

Ｑ 
 

Ａ 
 

一般会計の歳出は、議会、民生、農林水産、土木などの

３．歳 出 

国民健康保険証の 

ことは健康増進課 

になるんだね。 

歳 
 

出 

単位：千円 
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■一般会計主な支出区分 

節 節の説明 経費の説明 

報酬 

議員報酬、委員報

酬、会計年度任用

職員報酬など 

議員や各種委員に対する報酬を支出する経費 

給料 特別職給、一般職給 町長、副町長、教育長、一般職員の給料を支出する経費 

職員手当等 
扶養手当、通勤手

当、住居手当など 
職員及び特別職の各種手当を支出する経費 

共済費 
地方公務員共済組

合に対する負担金 

職員の共済組織への負担金や臨時職員の事業主負担分を支

出する経費 

報償費 報償金、謝礼金 講師への謝礼など役務の提供に対して支出をする経費 

旅費 費用弁償、普通旅費 
公務のための旅行に要する費用や島内移動のためのバス賃

などを支出する経費 

需用費 

消耗品費、燃料費、

印刷製本費、光熱水

費、修繕費など 

消耗品やガソリンの購入、印刷に係る経費、電気代、水道

料などを支出するほか、庁舎等の修繕に係る費用を支出す

る経費 

役務費 
通信運搬費、手数

料、保険料など 

郵便や電話等に係る経費のほか、検査手数料や公用車の損

害保険料等を支出する経費 

委託料 保守、設計など 測量設計や健康診断等の業務委託に対して支出する経費 

使用料及び賃

借料 

住宅使用料、施設使

用料など 

土地、建物等の不動産、会場借上げ、自動車、機械類のリ

ース等を支出する経費 

工事請負費 
道路工事、学校建設

工事など 
工事の費用を支出する経費 

原材料費 
みのり館商品を作

る際の果物など 
工事や加工品生産のための原料・材料を支出する経費 

備品購入費 
生徒用机・イス、公

用車など 
机、椅子、自動車等の備品を購入する経費 

負担金、補助及

び交付金 

負担金、補助金、交

付金 
各種団体等への負担金、補助金を支出する経費 

扶助費 助成金など 
児童手当や障がい者医療費給付など児童福祉法、身体障が

い者福祉法等に基づき支出する経費 

償還金、利子及

び割引料 
償還金 

地方債の元利償還金のための支出のほか、過年度税収入の

還付金等を支出する経費 
 

積立金 
ふるさと思いやり

基金など 

庁舎整備基金など使い道が特定された基金の積立に支出す

る経費 

繰出金 
国保、介護、後期高

齢、水道、下水 
特別会計の過不足に対して一般会計から支出する経費 

 

 

 

 

Ａ 
 

使う目的（節）ごとに支出されています。

Ｑ 
 

歳 
 

出 
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■令和８年度一般会計歳出予算                              
 

町民一人当たり

に使われる額 
 

総 額 

921,328円 
（前年度比 

＋20,224円） 

 

民生費 
 

195,803円 
  （＋5,757円） 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者・児童・障害者

の福祉推進に 
 

 

総務費 
 

152,172円 
  （＋9,057円） 

 

 

 

 

 

 

総務管理・財務管理・

企画調整・地域振興・

税務事務などに 
 

 

教育費 
 

122,017円 
  （▲34,271円） 

 

 

 

 

 

 

学校教育・社会教育の

充実、スポーツの振興

などに 

 

 

衛生費 
 

113,550円 
  （＋4,443円） 

 

 

 

 

 

 

 

健康で衛生的な生活環

境を保持するために 

 

土木費 
 

93,115円 
  （＋14,511円） 

 

 

 

 

 

 

 

道路や河川、公園、住

宅等の社会資本整備に 

 

公債費 
 

91,905円 
  （＋4,816円） 

 

 

 

 

 

 

町債の元金や利子、一

時借入金の利子を支払

うために 

 

 

農林水産費 
 

87,426円 
  （＋8,858円） 

 

 

 

 

 

 

 

農業・林業・畜産業・

水産業の振興に 
 

 

消防費 
 

35,815円 
  （＋3,054円） 

 

 

 

 

 

 

消防事務、災害時の被

害軽減のための活動・

予防に 

 

商工費 
 

18,301円 
  （＋3,466円） 

 

 

 

 

 

 

 

商工業・観光の振興に 

 

議会費 
 

10,594円 
  （＋461円） 

 

 

 

 

 

 

 

町議会の運営活動に 

 

災害復旧費 
 

311円 
  （＋63円） 

 

 

 

 

 

 

 

災害によって受けた被

害の復旧に 

 

Ａ 
 

Ｒ8.4.1 現在の人口：9,410 人 

ています。

歳 
 

出 

Ｑ 
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■地方債現在高の推移（令和２年度～令和６年度）   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

■令和６年度末基金の状況 

8,297 

9,225 9,247 

9,511 
9,615 

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

R2 R3 R4 R5 R6

基 金 名 基金の目的 現 在 高 

財政調整基金 災害復旧、財源不足に備えるため 1,518,823 

減債基金 地方債の償還及び地方債の適正な管理のため 331,831 

図書教育基金 読書教育の充実を図るため 2,540 

庁舎整備基金 本庁舎・支所等の整備のため 23,582 

ふるさと創生基金 自ら考え自ら実践する地域づくりのため 660 

地域福祉基金 高齢者保健福祉の増進を図るため 19,400 

地域振興基金 福祉活動の促進、快適な生活環境の形成のため 31,971 

中山間水と土基金 土地改良施設の機能向上と集落共同活動の強化のため 990 

文化振興基金 芸術文化・文化活動の促進、文化会館設備のため 15,564 

公営住宅建設基金 町営住宅の建設、改修等の住環境整備のため 20,268 

ふるさと思いやり基金 寄付による住民参加型の地方自治の実現のため 909,539 
自衛隊殉職者慰霊碑管理基金 殉職自衛隊員の慰霊碑及び鎮魂碑の管理のため 688 

営農研修生育成基金 研修生が独立する際の施設整備等のため 3,000 

森林環境譲与税基金 森林の整備・維持管理、木材の利用の促進のため 5,990 

教育施設等整備基金 学校、その他教育施設の整備のため 190,000 
なごみの岬公園管理運営基金 なごみの岬公園の管理、富山丸慰霊祭運営のため 10,000 

合  計 3,084,846 

（単位：百万円） 

事業の円滑な運営や地方債の償還等の支出に充てるための貯金を持っており、それを

「基金」と言います。基金が多いほど財政的に余裕のある運営が可能になります。 

庁舎や中学校建設

により、年々、借金

の残高が増加して

います。 

そ 

の 

他 

（単位：千円） 

Ｑ 
 Ａ 

 

Ａ 
 

Ｑ 
 



 

 

４．令和８年度主な予算 

徳之島町の予算を知る旅に出発だ!! 



課 名 総務課

係 名 庶務係

事 業 費

マナー研修 3千円

法制執務研修 60千円

1

　日々多様化する住民ニーズや行政課題に的確に対応できるよう，職員研修等を通じ職員の意
識改革を進める等，人材育成に努めます。
　職員の接遇について，適切な言葉遣いや丁寧な対応を心がけ，事務の適正化・迅速化・高度
化を図り，質の高い町民サービスの提供に取り組めるよう研修を深めます。

　【R2年度実施内容】　○マナー研修　　○法制執務研修　　○職員研修（公務員倫理・財政
研修・課長・課長補佐研修・主査・係長研修等）　○人事評価研修　○弁護士研修

　

63千円

財源内訳
町負担額　63千円

主な経費

　職員研修事業

＜わかりやすい予算書の見方＞

① ②

③

⑤

⑥

令和4年度の主な予算について、各課・局ごとに一般会計と特別会計に分け

て掲載しています。

① 課名・係名・・・事業を担当する課と係名です。お問い合わせはこちらにお願いし

ます。

② 事業名・・・どういった事業を行っているのかについて書かれています。

③ 事業内容・・・事業に関する説明が書かれています。

④ 写真・イラスト・・・事業の内容がわかる写真やイラストです。

⑤ 事業費及び財源内訳・・・事業にかかる金額とそのお金を誰が負担しているのか

について書かれています。

少しでも疑問や質問がありましたら

各課へお気軽にお問い合わせください！！

徳之島町役場
〒891-7192

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203

ＴＥＬ：0997-82-1111（代表）

ＦＡＸ：0997-82-1101

④



課 名

係 名

事 業 費

町負担額 2,721千円

議会車馬賃 245千円

臨時会会議録・議会だより印刷製本費 680千円

会議録作成委託料（定例会） 996千円

追録代 800千円

課 名

係 名

事 業 費

町負担額 5,296千円

議員研修旅費 5,296千円

2

　地域社会の発展と町民福祉の向上のために必要な課題意識と課題解決能力、議会議員としての資
質の向上を図るために関係機関が実施する研修に参加します。

【R８年度実施予定】
議員研修・奄美群島議員大会（５月）
市町村政研修（8月）
正副議長研修会（8月）
議会広報研修（11月）
議員研修（1月）

5,296千円

財源内訳

主な経費

議会議員研修事業議会事務局

１．議会事務局

1

　
　徳之島町議会の定例会及び臨時会、各種委員会の運営を行います。インターネットによる議会中
継や議会だよりなどでの議会の広報に努めるほか、町民の方々に身近で親しみやすい徳之島町議会
となるよう努めます。また、各定例会の会議録は町ホームページまたは、事務局並びに町立図書館
でご覧になれます。

【定　例　会】　３月、６月、９月、12月
【議会報告会】　開催日未定

　

2,721千円

財源内訳

主な経費

議会運営事業議会事務局
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課 名 総務課

係 名 庶務係

事 業 費

町負担額 2,485千円

研修会負担金 60千円

弁護士研修報償費 175千円

マナー研修報償費 150千円

初任者研修会旅費 2,100千円

課 名 総務課

係 名 文書係

事 業 費

借入金 17,900千円

町負担額 7,544千円

駐在員車馬賃 87千円

駐在員業務委託料 17,987千円

駐在員損害保険料 270千円

集落活性化補助金 7,100千円

主な経費

2 駐在員委託事業・集落活性化事業

　多様化する住民ニーズに迅速に対応するため、本町の行政事務の円滑かつ有効的な運営をはかる
ため駐在員を配置しています。また、集落の自立と永続的な活動を支援するため、集落活性化補助
金及び防犯灯設置事業補助金を交付しています。
　
【事務内容】
（1）周知及び伝達事項並びに印刷物等の配布及び掲示
（2）徴収令書、その他告示書の配布
（3）各種調査及び報告書、申告書等の配布及び取りまとめ
（4）非常災害発生の場合における状況報告
（5）事実証明
（6）その他町長が命じた事項

　

25,444千円

財源内訳

主な経費

２．総務課

1 職員研修事業

　
　日々多様化する住民ニーズや行政課題に的確に対応できるよう、職員研修等を通じ職員の意識改
革を進める等、人材育成に努めます。
　職員の接遇について、適切な言葉遣いや丁寧な対応を心がけ、事務の適正化・迅速化・高度化を
図り、質の対価町民サービスの提供に取り組めるよう研修を深めます。

【R8年度実施予定の内容】
　〇法制執務研修　〇職員研修（新人職員研修、課長・課長補佐研修、主査係長研修等）
　〇弁護士研修　   ○マナー研修　ほか

　

2,485千円

財源内訳
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課 名 総務課

係 名 電算係

事 業 費

町負担額 2,543千円

タブレットリース料 1,817千円

ペーパーレス会議システム使用料 726千円

課 名 総務課

係 名 消防交通係

事 業 費

町負担金 4,076千円

カーブミラー・ガードレール等設置事業 2,500千円

街頭防犯カメラ保守委託料 476千円

町交通安全母の会補助金 78千円

その他 1,022千円

4 交通安全対策事業

　
　交通事故多発箇所及び危険個所については、十分な検証を行い、カーブミラーやガードレールな
どを整備し、また、街頭防犯カメラの設置することで、交通事故の検証や防犯対策に繋がり安全で
安心な交通環境の充実を図ります。

　

4,076千円

財源内訳

主な経費

3 ペーパーレス会議システム導入事業

　紙で運用・保管していた会議資料などの書類を電子化し、紙の使用量を削減する取り組みです。
　徳之島町議会定例会や各種委員会、会議等でタブレットを使用し、用紙代・インク代・保管用の
キャビネットのコスト削減だけではなく、会議資料の共有、検索性の向上により業務の効率化を図
ります。

　

2,543千円

財源内訳

主な経費
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課 名 総務課

係 名 消防交通係

事 業 費

借入金 4,200千円

町負担金 26,788千円

防災行政無線保守委託料 15,215千円

防災行政無線送信局発電機更新 4,290千円

避難所発電機保守委託料 1,344千円

自主防災組織活動補助金 200千円

その他 9,939千円

課 名 総務課

係 名 消防交通係

事 業 費

県支出金 27千円

借入金 66,000千円

町負担額 239,920千円

徳之島地区消防組合分賦金 216,679千円

水槽付消防ポンプ自動車購入費 66,000千円

消防団報酬、手当、旅費 14,026千円

消防協会等負担金 4,823千円

その他 4,419千円

6 消防関連事業

　
　徳之島三町で運営している常備の徳之島地区消防組合の運営に係る経費の一部を負担していま
す。
　非常備である消防団員は町民の生命と財産を守るため、定期的な訓練及び防火活動、年末警戒等
年間の活動に対しての報酬や火災、自然災害時の出動に対する手当、消防協会への負担金、また、
消防資機材（消防車等）の購入、維持管理等町民の安全安心な暮らしづくりの推進に努めます。

　

305,947千円

財源内訳

主な経費

5 防災関連事業

　多種多様な災害が発生する中、「地域は自分たちで守る」という住民の自主的な防災組織が必要
なため、災害発生初期等における情報連絡、避難誘導、救出・救護、初期消火等が行える地域住民
による自主防災組織の育成、強化を図ります。また、災害に強いまちづくりを推進するため、
SNSや防災行政無線等さまざまな情報伝達手段での迅速かつ確実な情報を提供し、さらに避難所
の非常用発電機設置や避難場所の公衆トイレ整備、備蓄食料の確保など災害時への対応を強化して
います。

　

30,988千円

財源内訳

主な経費

- 13 -



課 名 企画課

係 名 企画開発係

事 業 費

県支出金 6,560千円

借入金 3,800千円

町負担額 49,468千円

航空航路運賃軽減等事業 29,315千円

地域公共交通活性化再生事業 3,800千円

地方公共交通特別対策事業 19,213千円

高等学校バス通学支援事業 1,500千円

徳之島自動車学校運営事業 6,000千円

課 名 企画課

係 名 企画開発係

事 業 費

町負担額 9,030千円

立ち上がり支援型 3,000千円

事業拡大型 4,000千円

空き家改修型 2,000千円

需用費等 30千円

2 わっきゃぬシマさばくり事業

　
　『第６次徳之島町総合計画』に基づき、民間事業者からの独創的なアイディアやすでに有する資
源等に基づく提案事業への資金助成等を実施し、シマおこしへのチャレンジを支援することを目的
とします。

【これまでの活用例】
・新特産品「徳之島モズク」の開発　　　　　　　【立ち上がり支援型】
・島豚等を活用した「冷凍食品」の開発　　　　　【事業拡大型】
・空き店舗を改修して、イタリアンカフェの開業　【空き店舗改修型】　等

9,030千円

財源内訳

主な経費

３．企画課

1 交通政策事業（航路・航空・バス）

　
　奄美群島における割高な移動コストの軽減を目的に、奄美群島振興交付金を活用し、飛行機や船
の運賃軽減を行っています。
　また、島内のバス路線支援を目的に、県の補助金（地方公共交通特別対策事業補助金）を活用し
ながら島内バス路線の維持・活用に向けた取組を行っています。さらに徳之島高等学校の通学のた
めのバス定期券や回数券購入に係る費用（全額）の補助事業を実施しています。その他、北部地区
（手々～花徳）や尾母地区においてはデマンドバスを運行し、沿線住民の生活路線の確保に努めて
います。
　
【令和8年度】
　　○航路・航空運賃の軽減事業　　○島内バス路線支援事業　　○デマンドバス運行事業
　　〇高等学校バス通学支援事業   　○徳之島自動車学校運営事業

　

59,828千円

財源内訳

主な経費
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課 名 企画課

係 名 企画開発係

事 業 費

町負担額 32,752千円

会計年度任用職員報酬等 8,031千円

事務費 1,456千円

管理委託料 23,180千円

負担金 85千円

課 名 企画課

係 名 企画開発係

事 業 費

国支出金 3,121千円

町負担額 6,321千円

設立補助金 3,200千円

運営補助金 6,242千円

　
　道の駅とくのしま は、観光で訪れる方だけでなく、島民の皆さまにも身近に利用してい
ただける「島の拠点」を目指しています。店内では、島で採れた新鮮な農産物や加工品、
みのり館の商品、工芸品などを取りそろえ、生産者の皆さまの所得向上と地域の元気づく
りにつなげています。　また、島外で開催される物産展にも参加し、特産品のPRや販路の
拡大にも取り組んでいます。さらに、物販店舗に併設したレストランでは島の食材を活か
した料理を提供しているほか、ふるさと納税の返礼品発送にも企画課ふるさと応援推進室
と連携して取り組んでいます。これからも、地域に親しまれ、暮らしに役立つ施設として
運営してまいります。

　

32,752千円

財源内訳

主な経費

4 特定地域づくり事業協同組合運営事業

　地域中小企業者は必要な時期に人手が安価で確保でき、移住者・Uターン者は、正社員として組
合に雇用されるので安定した収入が得られ、徳之島町は、地域事業者の維持、後継者不足の解消、
UIJ ターン者の獲得や、仕事が無くて島外に出る若者世代の雇用の場としても期待できる、３方
良しとなる制度となっております。

9,442千円

3 道の駅とくのしま管理運営事業

財源内訳

主な経費
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課 名 企画課

係 名 企画開発係

事 業 費

県支出金 6,915千円

町負担額 4,610千円

委託料 11,525千円

課 名 企画課

係 名 企画開発係

事 業 費

町負担額 5,000千円

（ふるさと思いやり基金）

引っ越し費用等

・世帯（上限：50万円） 2,500千円

・単身者（上限：20万円） 2,000千円

Uターン祝い金（世帯のみ） 500千円

課 名 企画課

係 名 統計係

事 業 費

町負担額 770千円

長寿顕彰金（5万円×14名） 700千円

事務費 70千円

5 徳之島チャレンジ人材育成事業

　人材育成に資するセミナーの開催や伴走支援、プレゼン大会を実施して、入賞者には補助金を通
し新規事業の創出及び既存事業の改革を支援することが目的となっており、挑戦が生まれる地域づ
くりを目指します。

　

11,525千円

財源内訳

主な経費

6 とくのしまUターン支援事業

　島民であったが島外へ転出し5年以上島外で生活した後、徳之島町へUターンされる方を対象
に、引っ越しに係る費用の一部助成及び世帯でのUターンに関してはUターン祝い金の支給を行っ
ています。

　

5,000千円

財源内訳

主な経費

7 長寿顕彰金

　100歳に達した方を健康長寿町民として称え、長寿栄誉賞を授与し顕彰金を支給しています。

　

770千円

財源内訳

主な経費
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課 名 企画課

係 名 統計係

事 業 費

県支出金　 1,117千円

町負担額　　 71千円

調査員報酬 700千円

事務費 488千円

課 名 企画課

係 名 統計係

事 業 費

町負担額 220千円

無料弁護士相談会 200千円

事務費 20千円

課 名 企画課

係 名 広報係

事 業 費

町負担額 5,990千円

手数料 137千円

印刷製本費 5,501千円

広報紙作成ソフト使用料 144千円

その他 482千円

8 統計調査の実施

　「統計法」などに基づき様々な統計調査が行われており、各種調査の結果は地域活性化政策、人
口政策（定住促進など）、小・中学校の社会科の副読本（補助教科書）の参考資料などに用いられ
ています。
　令和8年度は「学校基本調査」「経済センサスー活動調査」等を実施します。経済センサスー活
動調査は我が国の全産業分野における事業所及び企業を対象とする各種の統計調査を行う際の基礎
となる母集団情報の整備を図ることを目的に、売上高や費用などの経理項目の把握に重点を置いて
実施します。

　

1,188千円

財源内訳

主な経費

9 消費者行政

　消費者被害を未然に防ぎ、消費者の皆様の権利を守るための取り組みです。大島消費生活相談所
と共催で、春から島を旅立つ卒業生を対象に「高校生講座」の開催や消費者の皆様が正しい知識を
もち消費者被害にあわないための啓発を行っています。
　また、年に４回の無料弁護士相談により、消費者の皆様が専門家に相談することが出来る機会を
設けています。消費生活に関するトラブルについては、ひとりで悩まず、お気軽にご相談くださ
い。
○徳之島町役場企画課（消費生活相談担当）　電話：0997-82-1112（直通）
〇大島消費生活相談所（奄美市名瀬）　　　　電話：0997-52-0999

220千円

財源内訳

主な経費

10 広報事業（広報紙、町ウェブサイト、ふるさとCM）

・町からのお知らせや身近な話題等を掲載した広報紙を毎月発行し、町内全世帯に配布します。
・KKB鹿児島放送主催の「ふるさとCM大賞」へ応募します。テレビで県内全域に放送されるほ
か、インターネットでも広く広報します。
・広報用の写真や町公式SNSへ投稿する記事のクオリティを上げるため、レンズやアクションカ
メラを購入します。

6,127千円

財源内訳

主な経費
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課 名 企画課

係 名 ふるさと思いやり応援推進室

事 業 費

寄附金 400,000千円

寄附金（企業版） 38,694千円

　国債運用利子 1,500千円

会計年度任用職員報酬等 4,967千円

報償物品費（返礼品+送料） 144,000千円

事務費 74,093千円

積立金 217,134千円

課 名 会計課

係 名 会計係

事 業 費

町負担額 8,400千円

旅費　　　　　 120千円

消耗品費　 174千円

印刷製本費（封筒など） 466千円

振込手数料等 7,640千円

11 徳之島町ふるさと納税推進事業

　徳之島町を想う、全国の方々に「徳之島町ふるさと思いやり基金」への寄附を募ります。
頂いた寄附金は、寄附者の意向に沿って、教育や福祉、観光事業等の施策に活用します。また、寄
附をして下さった町外の皆様には地元の特産物を返礼品として贈り、地元特産物を通じて、徳之島
町の魅力をさらに高められるようPRしています。

【令和8年度】
○ ふるさと思いやり基金PR活動

440,194千円

財源内訳

主な経費

４．会計課

1 会計業務予算

　
　収入に関しては、町税(住民税や固定資産税など)、使用料（保育料や住宅使用料など）、手数料
（戸籍手数料など）、分担金（土層改良分担金など）、負担金（保育所入所負担金など）、地方交
付税、国庫支出金、県支出金といった公金を収納し、各課へ領収済み通知書を渡し、収入をとった
ことをお知らせします。
　支出に関しては、税額の変更などにより納め過ぎたお金を返す還付金やコピー用紙などの消耗
品、物品の購入、研修の旅費などを適正か確認し、実際に支払いを行ないます。また、令和６年度
１０月より各種支払に関する振込手数料が発生しているため手数料費が大幅増となっています。

8,400千円

財源内訳

主な経費

町税・使用料・手数料・分担金

負担金・地方交付税・国庫支出

金県支出金など

住民・国・県

振込・窓口収納

各課

申請・通知

会計
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課 名 税務課

係 名 賦課係

事 業 費

町負担額 12,066千円

納税通知・納付書等消耗品 1,474千円

各種税研修会等旅費 426千円

各協議会負担金 1,598千円

登記地図管理システムリース 1,831千円

土地所有者調査システム使用料 450千円

その他 6,287千円

課 名 税務課

係 名 徴収係

事 業 費

町負担額 4,911千円

研修会等旅費 211千円

滞納処分費 500千円

その他 4,200千円

2 滞納整理事務

　
　町税が納期限内に納税されない場合は納税者に対し、滞納整理を適切に行うことにより不公平の
発生を防止し、税負担の公平を実現します。
　また、滞納者との直接面談による納付依頼、徴収、誓約、納税意識が見られない場合は財産調査
等を行い、時には臨戸訪問を行いながら徴収率の向上、納税意識の啓発等に努めています。

　

4,911千円

財源内訳

主な経費

５．税務課

1 地方税の賦課事務

　
　税務課では、個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の賦課及び法人町民税、
町たばこ税の申告納税の促進、各種証明の発行、台帳の管理・閲覧等の業務を行っております。
   町税について町民の理解を深め、税に関する意識の高揚を図り、町税の公平かつ適正な課税を
行い、住民サービスの根本をなす自主財源の確保に努めています。

　

12,066千円

財源内訳

主な経費
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課 名 税務課

係 名 徴収係

事 業 費

町負担額 1,795千円

【運転資金】

コンビニ収納基本料金 66千円

コンビニ収納取扱手数料 1,150千円

金融機関収納取扱手数料 299千円

各地区納税組合報酬費 280千円

【問い合わせ先】　税務課　ＴＥＬ：82-1117

＜令和８年度各種税金納期一覧表＞
　今年度の各種税金の納期限は次のとおりになります。

3 収納管理事務

　
　コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリを利用し、町税等の納付ができます。夜間
や休日を問わず24時間支払えますので、平日に納付することが難しい方などは、是非ご利用くだ
さい。
　口座振替は、残高にさえ注意していれば指定の日に自動で納入出来ますので納入忘れや支払の手
間、時間が軽減されます。是非ご利用ください。
　
*以下の納付書はコンビニエンスストア及びスマホ決済アプリではお支払ができません。
×バーコードが無いもの
×金額を訂正したもの
×バーコードが読めないなど受付ができないもの
×納付書１枚あたりの金額が３０万円を超えるもの
×納付期限を過ぎたもの

1,795千円

財源内訳

主な経費

納期内納税にご協力をお願いします。

- 20 -



課 名

係 名

事 業 費

町負担額　　 2,058千円

選挙管理委員報酬 1,572千円

旅費 207千円

その他 279千円

課 名

係 名

事 業 費

町負担額　　 225千円

総会報酬 34千円

旅費 156千円

その他 35千円

課 名

係 名

事 業 費

町負担額　　 1,363千円

監査委員報酬 672千円

旅費 340千円

その他 351千円

財源内訳

主な経費

1 選挙管理委員会 選挙管理委員事務

　公職選挙法及び同法施行令、町条例その他委員会規定に基づき、町選挙管理委員会の管理する選
挙又はその他の事務について、実施に関する必要な事項を図ります。

【内容】
○定例委員会（月1回）
○定時登録（選挙人名簿の差し替え、年4回）
○永久選挙人名簿調整

　

2,058千円

財源内訳

主な経費

3 監査事務局 監査事務

　常に法令及び町行政の全般にわたるる調査研究に努め、監査に当たっては町行政の適法性又は妥
当性の保証を旨とし、公正で合理的かつ効率的な町行政の確保を図ります。

（内容）
○例月現金出納検査（通帳、基金台帳等）
○決算監査を実施、意見書作成
○他随時監査の計画（備品台帳監査、肉用牛監査等）

　

1,363千円

財源内訳

主な経費

６．選挙管理委員会・監査委員会

2 選挙管理委員会 明るい選挙推進協議会事務

　民主主義の理想である信頼される政治の確立企図し、この理想現実のために選挙人の常時啓発に
全力を挙げ明るい選挙の実現を期する目的としています。

（内容）
○政治意識の高揚
○関係機関及び団体の連絡調整

225千円
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課 名 住民生活課

係 名 戸籍住民係

事 業 費

国庫支出金 1,177千円

手数料　　　     4,744千円

町負担額　　        4,460千円

人権擁護委員報償費 120千円

旅費 329千円

需用費（戸籍用用紙など） 938千円

通信運搬費 10千円

戸籍システム使用料・負担金 7,834千円

個人番号カード交付事業 1,150千円

課 名 住民生活課

係 名 国民年金係

事 業 費

国庫支出金　 4,247千円

会計年度任用職員報酬・手当等 3,619千円

旅費 113千円

需用費 297千円

その他 218千円

2 国民年金事業

○国民年金の加入手続き　〇付加保険料の納付申出・辞退手続き
○国民年金保険料納付方法の変更手続き　○基礎年金番号通知書の再交付申請
○国民年金保険料の納付が困難なときの保険料免除・納付猶予申請
〇国民年金保険料の追納申込手続き　○年金を受け取るための請求手続き
○障害年金、遺族年金の請求手続き　○年金受給者の死亡手続き
　
その他の国民年金に関する相談、申請の受付も行っております。

4,247千円

財源内訳

主な経費

７．住民生活課

1 戸籍住民係

　
　住民異動届の受付、住民票関係証明書、印鑑登録・印鑑登録証明書、戸籍謄抄本等の交付、出
生・死亡・婚姻・離婚・転籍等の戸籍に関する届出、個人番号カードの交付、中長期在留者居住地
等の届出事務、犯罪人名簿に関すること、成年被後見人及び保佐人並びに破産者に関すること、埋
火葬及び改葬の許可に関すること、人口動態調査に関すること、人権相談に関する事務を行ってお
ります。

10,381千円

財源内訳

主な経費

マイナンバー制度に関する

お問い合わせは住民生活課まで。

ＴＥＬ：82-1114
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課 名 住民生活課

係 名 生活環境係

事 業 費

県支出金 21,600千円

町負担額　　        6,490千円

海岸清掃ボランティア報償費 750千円

漂着物処理手数料 650千円

運搬車借上料 533千円

環境整備作業委託料 22,157千円

海岸環境整備補助金 4,000千円

課 名 住民生活課

係 名 生活環境係

事 業 費

県支出金　 6,000千円

町負担額 6,323千円

ハブ買上代 12,000千円

ハブ咬傷費助成 300千円

負担金 23千円

課 名 住民生活課

係 名 生活環境係

事 業 費

町負担額　 40,073千円

家庭ごみ収集委託料 39,764千円

粗大ごみ収集清掃車借上 309千円

5 家庭ごみ収集運搬

　徳之島町内の家庭ごみを適切に収集しクリーンセンターへ運搬します。

40,073千円

財源内訳

主な経費

4 ハブ対策事業

　徳之島町内からハブを１匹３，０００円で買取り、ハブに町民が噛まれることがないようにする
事業です。またハブに咬まれた際の医療費なども助成しています。

　

12,323千円

財源内訳

主な経費

3 海岸漂着物等地域対策推進事業

　近年、海外からと思われるペットボトルや漁具等の廃プラスチック類や流木、さらに私たちの生
活から出たごみが河川や水路等から流出し、海岸域に大量に漂着し、自然生態系に影響を及ぼすだ
けではなく、漁業活動や観光業、地域生活へも影響を及ぼしています。
　このことから、本町では、環境省の補助事業「海岸漂着物等地域対策推進事業」等を活用し、海
岸漂着物等の回収・処理を行います。

28,090千円

財源内訳

主な経費
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課 名 住民生活課

係 名 生活環境係

事 業 費

県支出金 5,649千円

町負担額 3,766千円

ネコ手術代 990千円

職員賃金 4,461千円

その他 3,964千円

課 名 住民生活課

係 名 生活環境係

事 業 費

三町負担額（均等割）　 1,200千円

助成金（海上輸送費等） 10,290千円

賃金等 1,100千円

補助金（海上輸送費等） 10,290千円

その他 100千円

課 名 住民生活課

係 名 生活環境係

事 業 費

県支出金 710千円

町負担額　 710千円

手数料 361千円

需用費 311千円

委託料 1,320千円

不妊去勢手術助成金 150千円

8 犬猫の適正飼養推進事業

　犬猫の登録の強化や、適正飼養についての普及啓発活動を行うことにより、生活環境の保全や町
民の更なる意識向上を目指す。

1,781千円

財源内訳

主な経費

7 徳之島地区リサイクル促進協議会

　徳之島三町から排出される使用済自動車及び廃家電の処理が、適正かつ円滑に行われるように、
徳之島地区リサイクル促進協議会を設置し、離島対策補助事業等を活用して離島における海上輸送
費の軽減を図ります。

　

11,490千円

財源内訳

主な経費

6 徳之島三町ネコ対策事業

　野良猫の増加による、アマミノクロウサギなどの徳之島に生息する希少野生動物への捕食被害を
防止することを目的に、野良猫を捕まえて不妊手術を行い、また元いた場所へ戻す事業です。

　

9,415千円

財源内訳

主な経費
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課 名 介護福祉課

係 名 児童福祉係

事 業 費

国庫支出金 726千円

県支出金 726千円

町負担額 728千円

事業所への委託料 2,180千円

課 名 介護福祉課

係 名 児童福祉係

事 業 費

国庫支出金 1,900千円

県支出金 1,900千円

町負担額 1,900千円

事業所への委託料 5,700千円

　
　地域において育児や介護の援助を受けたい方と行いたい方が会員となり、会員同士で支え合うこ
とを目的としています。現在、県内に設置されているファミリー・サポート・センターは、すべて
育児に関する援助活動を行っています。ファミリー・サポート・センターに事前に登録している援
助依頼会員と援助提供会員は、ファミリー・サポート・センターを介してサービスを依頼または提
供することになっています。利用内容として、保育施設までの子どもの送迎や学童保育終了後の子
どもの預かり、冠婚葬祭時などによる外出時に子どもの預かりなど。原則として、預かる場所は提
供会員の自宅となっています。

　

2,180千円

財源内訳

主な経費

2 地域子育て支援拠点事業（われんきゃ広場）

　
　地域社会における子育て中の親子の交流促進や育児の相談等を実施し、親子が気兼ねなく集うこ
とで子育てに対する孤立感や負担感を解消し、子育てする家庭の支えとなることを目的としていま
す。
　亀津地区では週3日、出張広場として前川生活館で週１日、午前10時～午後3時でベビーマッ
サージや絵本あそび、食育教室、カレンダー身体測定など他にも親子で楽しめる様々なイベントを
行っています。

5,700千円

財源内訳

主な経費

８．介護福祉課

1 子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート）
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課 名 介護福祉課

係 名 児童福祉係

事 業 費

国庫支出金　 1,700千円

県支出金 1,700千円

町負担額 1,700千円

事業所への補助金 5,100千円

課 名 介護福祉課

係 名 老人福祉係

事 業 費

借入金 2,600千円

町負担額 76千円

事業所への委託料 2,676千円

課 名 介護福祉課

係 名 児童福祉係

事 業 費

県支出金 3,300千円

借入金　　 3,300千円

ひとり親家庭医療費助成 6,600千円

3 病児保育事業

　保育施設や小学校等で体調不良が原因で集団生活が困難で、さらに保護者の事情により保育でき
ない等の場合において保育することを目的としています。
　利用する際には、事前登録をし病歴やかかりつけ病院の確認が必要となっています。利用対象児
は生後3か月～小学6年生までで、利用場所は対象児の自宅、保育者の自宅または専用スペースと
なっています。

　

5,100千円

財源内訳

主な経費

4 敬老バス乗車補助事業

　75歳以上の高齢者を対象としてバス乗車料金を全額補助します。経済的な負担を軽減すること
でバス利用による通院や買い物等の外出を容易にし、日常生活活動の維持を図ります。

2,676千円

財源内訳

主な経費

5 ひとり親家庭医療費助成事業

　ひとり親家庭等の一部を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を目的と
しています。対象者は徳之島町内に住所があり、医療保険に加入しているひとり親家庭等の方が対
象になります。

　

6,600千円

財源内訳

主な経費
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課 名 介護福祉課

係 名 福祉係

事 業 費

町負担額 21,037千円

出産祝金支給 21,000千円

その他 37千円

課 名 介護福祉課

係 名 福祉係

事 業 費

国庫支出金 1,750千円

県支出金 875千円

町負担額 875千円

障がい者補装具給付事業 2,000千円

障がい児補装具給付事業 1,500千円

課 名 介護福祉課

係 名 福祉係

事 業 費

国庫支出金 2,400千円

県支出金 1,200千円

町負担額 1,200千円

障がい者日常生活給付事業 4,500千円

障がい児日常生活給付事業 300千円

6 出産祝金事業

　近年、全国的な少子化が進んでおり、徳之島町においても出生数は減少傾向にあります。そのよ
うな中で、少子化対策の一環として出産を奨励し、次代を担う子供のすこやかな成長を願い、児童
福祉の向上に資するため、出産祝金を支給することを目的としています。

【支給内容】
第１子：100,000円　　第２子：200,000円　　第３子：350,000円
第４子：400,000円　　第５子：450,000円
第６子以降の出産については、１子ごとに、支給額500,000円

　

21,037千円

財源内訳

主な経費

7 障がい者・児補装具給付事業

　身体障がい者及び18歳以上の難病患者等の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的
として、また身体障がい児及び18歳未満の難病患者等については、将来、社会人として独立自活
するための素地を育成・助長すること等を目的とし、身体障がい者・児の身体の状況、性別、年
齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して支給するものです。

　

3,500千円

財源内訳

主な経費

8 障がい者・児日常生活用具給付事業

　障がい者等に対して、日常生活用具を給付することにより、日常生活活動の便宜を図り、障がい
者等の福祉の増進に資することを目的としています。

4,800千円

財源内訳

主な経費
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課 名 介護福祉課

係 名 福祉係

事 業 費

県支出金 14,560千円

借入金 14,560千円

重度心身障がい者医療費助成 29,120千円

課 名 介護福祉課

係 名 福祉係

事 業 費

県支出金 3,933千円

町負担額 3,933千円

施設訪問・療育旅費助成事業 7,866千円

課 名 介護福祉課

係 名 福祉係

事 業 費

借入金 500千円

電動車椅子購入助成事業 500千円

9 重度心身障がい者医療費助成事業

　重度心身障がい者の健康の保持増進を図りもって重度心身障がい者の福祉の向上に資するために
行います。
　対象者は、児童福祉法により設置された判定機関において知能指数が35以下と判定された者、
身体障がい者手帳の１級又は２級に該当する障がいを有する者、又、精神障害者保健福祉手帳1級
を有する者、手帳の交付を受けた者で省令別表の３級に該当する障がいを有し、かつ、判定機関に
おいて知能指数が50以下と判定された者です。

　

29,120千円

財源内訳

主な経費

10 ふぅぐゎ療育旅費・身障者（児）施設訪問助成事業

　島内での治療等が困難とされ、島外の医療機関等に通院、又は研修する際に必要な旅費を助成
し、もって福祉の増進を図るとともに、心身障がい児及び身体障がい児（者）の属する家庭の負担
軽減を図ることを目的としています。
   対象者は本町に居住（出身）を有し、18歳未満の者並びにその保護者とする。また心身障がい
児（者）が施設に入所したとき、定期的訪問に必要な旅費の一部を助成することにより、対象世帯
の生活安定と心身障害児（者）の福祉の向上を図ることを目的としています。

7,866千円

財源内訳

主な経費

11 高齢者ハンドル形電動車椅子購入費助成事業

　ハンドル形電動車椅子（シニアカー）の購入費用の一部を助成することにより、高齢者の経済的
負担の軽減や外出時の利便を図ることにより、その福祉の増進に資することを目的としています。

500千円

財源内訳

主な経費
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課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

町負担額　　　　　　　　　　３７,５５５千円36,987千円

医療材料費（ワクチン代） 1,087千円

定期予防接種 32,525千円

任意予防接種 1,950千円

その他 1,425千円

課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

国庫補助金 135千円

県補助金 400千円

実費弁償金 6,030千円

町負担分 13,331千円

各種検診委託料 16,632千円

需用費 693千円

通信運搬費（検診通知等） 1,895千円

その他 676千円

９．健康増進課・保健センター

1 小児・成人・高齢者予防接種事業

　病気に対する抵抗力（免疫）をつけ感染・発病・重症化を予防することを目的として、各医療機
関における予防接種の実施、任意予防接種費用の助成等を行っています。

【令和８年度実施内容】
○小児向け定期予防接種（五種混合・ロタ・肺炎球菌・B型肝炎・MR・水痘・日本脳炎・二種混
合・HPV）
○成人・高齢者向け定期予防接種（風しん・肺炎球菌・インフルエンザ・新型コロナウイルス・帯
状疱疹）
○小児向け任意予防接種費用助成（おたふくかぜ、季節性インフルエンザ）
○成人・高齢者向け予防接種費用助成（帯状疱疹、肺炎球菌）
〇妊婦向けRSウイルスワクチン接種
〇造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成（２０歳以下）

　

36,987千円

財源内訳

主な経費

予防接種委託料（医療機関への委託料）

2 健康増進事業

　
　住民の健康の増進・保持を目的として、健康相談や健康教育、各種検診（がん検診、骨粗しょう
症検診、歯周病検診、肝炎ウイルス検査等）を実施しています。

【令和８年度実施予定の各種検診】
胃がん・大腸がん・前立腺がん・骨粗しょう症・肝炎ウイルス・歯周病・腹部超音波検診（5月・
７月）、子宮頸がん検診（７月）、乳がん検診（７月・2月）、肺がん検診（９月）

19,896千円

財源内訳

主な経費
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課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

県補助金 778千円

町負担額 460千円

若年層対策事業 927千円

対面相談事業 214千円

普及啓発事業 67千円

ゲートキーパ－養成講座 30千円

課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

町負担分 750千円

報償費　　　 480千円

その他

 （医療材料費、消耗費等） 270千円

3 　地域自殺対策強化事業

　徳之島町で暮らす町民を対象にした自殺対策の普及啓発活動や、周囲の人の変化に気づき、適切
な支援につなげられる人材育成のための研修会や、臨床心理士によるこころの健康個別相談会を実
施します。また、児童や生徒向けのがん教育とSOSの出し方教育も実施しています。
　関係機関との連携体制構築など、町民の「生きる」を支えるネットワークの構築を目指します。

【R8年度事業内容】
　・こころの健康個別相談会　　・SOSの出し方教育
　・いのちの授業　　・ゲートキーパー研修

　

1,238千円

財源内訳

主な経費

4 歯科保健事業

　生涯を通した歯科保健，８０２０達成のため各ライフスタイルに合わせた取組を行っています。

【事業内容】
○妊婦歯科健診　　○1歳6か月児及び3歳児歯科健診　　○歯科相談　　○8020表彰
○歯の健康標語表彰　　〇フッ化物洗口事業（各保育所・幼稚園）

750千円

財源内訳

主な経費
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課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

県補助金 1,143千円

町負担分 465千円

離島地域不妊治療支援事業

（交通費分） 1,358千円

（宿泊費分） 250千円

課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

県補助金 305千円

町負担分 760千円

扶助費

（交通費分） 604千円

（宿泊費分） 53千円

（妊婦健診（交通費）分） 408千円

5 不妊治療支援事業

　
　特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）が実施できる医療機関のない徳之島において、島外で不
妊治療を受けている方々に対し、経済的負担の軽減を図るため、通院に要する交通・宿泊費用の一
部を助成します。

【対象者】
　徳之島町に住所を有し、県内の医療機関にて医療保険適用の特定不妊治療を受けている夫婦。
（男性不妊か女性不妊により、夫婦のどちらが助成の対象となるかが決まります）

【助成の内容】
①交通費：鹿児島市（鹿児島本港）までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃（船賃・航空機運
賃とも離島割引運賃を上限）の８割を1回の治療につき9往復まで。
②宿泊費　３分の２（1泊5,000円を上限、1回の治療につき15泊まで）

　

1,608千円

財源内訳

主な経費

6 　ハイリスク妊産婦・乳児等支援事業

　妊産婦や乳児等が島外の医療機関で治療等を受ける必要がある場合に、その交通費及び宿泊費の
一部を助成し、妊産婦の経済的及び精神的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくり
を推進します。

【対象者・助成内容】
①医師に島外での妊娠の管理及び分娩が必要と判断され、妊婦健診を定期的に島外の産科医療機関
で受診する必要がある妊婦。
・交通費　往復航空機運賃又は２等往復船賃（離島割引運賃が上限）の８割
・宿泊費　３分の２（1泊5,000円・2泊を上限）
　※１人につき５回を上限

②医師が島外の産科医療機関への受診を勧めた妊婦。
③未熟児等の養育等のために島外の産科医療機関等に通院する産婦。
・交通費　往復航空機運賃又は２等往復船賃（離島割引運賃が上限）の３分の２
・宿泊費　3分の2（1泊5,000円・2泊を上限）
　※１人につき3回を上限

1,065千円

財源内訳

主な経費
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課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

県補助金 393千円

町支出分 132千円

扶助費

（交通費助成分） 357千円

（宿泊費助成分） 168千円

課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

国庫補助金 3,250千円

県支出金 1,625千円

町負担分 1,625千円

自己負担分 100千円

扶助費

（保険適用分） 600千円

（生活保護等（無保険）分） 6,000千円

7 遠方の分娩取扱施設への交通費等支援事業

　
　医学的な理由により、島内の産科医療機関での出産が困難な方に対し、出産のために県内の周産
期母子医療センターへ移動した際の交通費等の一部を助成します。

【助成の内容】
①交通費
・鹿児島市（鹿児島本港）までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃（船賃・航空機運賃とも離
島割引運賃を上限）の８割
・空港または港から周産期母子医療センターまでの移動に要したバスまたはタクシー代の８割（回
数・費用の上限あり）
②宿泊費
・入院までの待機期間が生じた場合のみ、1泊6,000円、最長１４泊まで。

　

525千円

財源内訳

主な経費

8 未熟児養育医療事業

　
　未熟児は生理的に未熟であり、疾病にかかりやすく、生後速やかに適切な処置を必要とします。
このため、高度な医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を実施します。

【対象】
　出生体重が2,000g以下、又は規定の症状を示すもので、医師が必要と認めた乳児

【給付の範囲】
　医療保険各法適用による自己負担金分を国2分の１、県・町それぞれ4分の１を負担します。
　（前年度の所得に応じて、町が負担した一部を自己負担金として徴収します。）

6,600千円

財源内訳

主な経費
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課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

国庫補助金 450千円

町負担分 8,956千円

妊婦健康診査 7,800千円

産婦健康診査 400千円

新生児聴覚検査 225千円

1カ月児健康診査 372千円

9～11ヵ月児健康診査 409千円

乳幼児精密健康診査 40千円

乳幼児健康診査 160千円

課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

国庫支出金 150千円

町負担額 150千円

（事業所への委託）

訪問型産後ケア事業 280千円

デイサービス型産後ケア事業 20千円

9 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査・乳幼児健康診査事業

　安全・安心な妊娠・出産ができ、生まれた子が健やかに育つよう、また、早期に適切な支援につ
なげることができるよう、医療機関で受ける健康診査や検査の費用を公費負担しています。

【公費負担の方法】
妊娠時に保健センターで交付する、『健康診査受診票綴』や各乳幼児集団健康診査時に発行する
『乳幼児精密健康診査受診票』を用いて、医療機関を受診します。

【事業の内容】
・妊婦健康診査（14回分）・産婦健康診査（１回分）・新生児聴覚検査(確認検査を含め2回分)
・乳児健康診査（１ヶ月及び9～11ヶ月児）・乳幼児精密健康診査　・１ヵ月児健康診査
・乳幼児健康診査

9,406千円

財源内訳

主な経費

10 産後ケア事業

　産後に心身の不調や育児不安等を抱える母親とその赤ちゃんを対象に、母親の心身のケアや育児
サポートを行うことで、産後も安心して子育てができるよう支援することを目的として、産後ケア
事業を実施しています。

【対象者】
体調不良や育児不安があり、家族等からの支援が受けられない出産後１年未満の母親とその乳児

【内容】
①母親への心身のケア（母親の健康管理や産後生活のアドバイス、乳房のケアについての相談、授
乳方法の指導など）
②育児のサポート（沐浴や乳児のスキンケアなどの育児技術の指導、発育・発達に関すること）

300千円

財源内訳

主な経費
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課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

県補助金 85千円

町負担分 85千円

ウイッグ購入費助成分 100千円

乳がん術後補正下着購入分 70千円

課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

借入金 6,000千円

町負担分 10,017千円

産科医師 6,000千円

精神科医師 10,017千円

11 がん患者アピアランスケア支援事業

　
　がん患者が治療（手術・放射線及び化学療法）に伴う脱毛や乳房切除による精神的負担を軽減す
るため、ウイッグや乳房補正具を購入した費用の一部を助成することで、がん患者の経済的負担を
軽減し、治療と就労の両立などがん患者の社会参加を支援することを目的として事業を実施してい
ます。

【助成内容】
①医療用ウイッグの購入に要した費用の一部（２万円を上限）
②乳がん術後の乳房補正用具購入に要した費用の一部（１万円を上限）

170千円

財源内訳

主な経費

12 医師確保の取り組み

　
　町民の皆様が安心して医療を受けることができるよう、島内医療機関の医師確保に取り組んでい
ます。

・産科医師　2人
・精神科医師　２人

16,017千円

財源内訳

主な経費
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事 業 費

県支出金 6,100千円

町負担額 6,331千円

委員報酬 11,104千円

旅費 423千円

負担金 253千円

その他 651千円

事 業 費

委託金 250千円

町負担額　 282千円

会計年度任用職員報酬等 387千円

旅費 120千円

需用費 25千円

事 業 費

県支出金 1,500千円

町負担金　　　　 702千円

会計年度任用職員報酬等 1,752千円

旅費 370千円

需用費 80千円

10．農業委員会

1 局名 農業委員会 農業委員会

　農業委員会制度の下での組織、活動体制の整備、強化の支援を行います。
　毎月、農業委員会定例会を開催し、農地の売買、農地の賃貸借、農地転用、地目変更等の申請書
を審査して、許可書の発行業務を行います。

　

12,431千円

財源内訳

主な経費

2 局 名 農業委員会 農業者年金受託事業費

　農業者年金の加入促進、普及定着についての支援を行います。
　農業者年金の現況届、新規加入業務及び裁定請求書業務を行っています。

532千円

財源内訳

主な経費

3 局 名 農業委員会 機構集積支援事業

　遊休農地の発生防止、解消による優良地の確保に取り組むとともに、農地中間管理機構等と連携
して、担い手への農地の利用集積を推進しています。
　集落ごとに、農地パトロールを行い農地の状況を調査し、所有者に意向調査を行い農地の斡旋を
行っています。

　

2,202千円

財源内訳

主な経費
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事 業 費

国庫補助金　 5,958千円

町負担金　　　 923千円

会計年度任用職員報酬等 6,074千円

旅費 343千円

需用費 140千円

その他 324千円

課 名 農林水産課

係 名 農政係

事 業 費

町負担額 110千円

補助金（利子補給１％以内） 110千円

農業近代化資金利子補給

農業振興資金利子補給

畜産特別資金等

課 名 農林水産課

係 名 農政係

事 業 費

国庫支出金 3,600千円

農業次世代人材投資事業補助金 600千円

　60万円×1名

新規就農者育成総合対策事業補助金 3,000千円

　150万円×2名

4 局 名 農業委員会 　　農地中間管理事業

　 農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借り受け、必要な場合は基盤整備等の条件整備を
実施し、貸付けにあたって地域で農地の借り受けを希望する者を公募し、応募した者の中から適切
な貸付相手方を選定した上で、認定農業者等担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように
配慮して貸付ける事業です。

6,881千円

財源内訳

主な経費

11．農林水産課

1 農業制度資金利子補給補助金事業

　農業者の資金装備の充実・農業所得の向上及び農業振興を図るため、系統資金の融資に係る利子
に対し予算の範囲内において利子補給補助金を交付します。

110千円

財源内訳

主な経費

2 農業次世代人材投資事業

　次世代を担う農業者となることを志向する原則50歳未満の経営開始直後の認定新規就農者に対
し、資金を交付します。

3,600千円

財源内訳

主な経費
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課 名 農林水産課

係 名 農政係

事 業 費

町負担額 200千円

補助金 200千円

　20千円／10a

（上限100千円×2件）

課 名 農林水産課

係 名 農政係

事 業 費

町負担額 4,636千円

需用費(施設修繕料、停電時燃料費) 300千円

役務費(施設保険料等) 26千円

委託料(電気代等) 4,200千円

使用料及び賃借料(停電時用) 110千円

課 名 農林水産課

係 名 農政係

事 業 費

町負担額 8,035千円

財産収入・使用料 1,545千円

会計年度任用職員報酬等 5,062千円

研修生作業報償費 2,662千円

需用費(分析用資材、光熱水費等) 1,302千円

役務費 343千円

その他 211千円

3 遊休農地等解消事業

　遊休農地等を借り受けて農業生産の向上を図る目的で簡易な土地条件整備事業について支援しま
す。
　事業対象者：担い手農家

200千円

財源内訳

主な経費

4 植物工場管理運営費

　町では、障がい者等の働く場の創出を目的に植物工場（水耕栽培）を設置しました。現在、障が
い者の就労支援の場として就労支援事業者に施設の運営を委託し、障がい者による野菜の生産が行
われています。
　生産作物・・・ホウレン草、小松菜、水菜
　　　　　　　  （島内スーパー等に出荷してます）

4,636千円

財源内訳

主な経費

5 営農支援センター管理費

　花徳営農管理施設と営農研修施設が統合されました。町では、施設園芸志向農家や新規就農者の
ために研修生を募集しております。また、農地の地力増強の為に土壌分析を無料で行っています。
分析では、土壌内の栄養バランスを数値・データにより必要な肥料の投入量を表し、助言・指導し
ます。

9,580千円

財源内訳

主な経費
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課 名 農林水産課

係 名 農政係

事 業 費

使用料　 716千円

町負担額 2,378千円

需用費(電気代等) 1,660千円

役務費 45千円

委託料 1,389千円

課 名 農林水産課

係 名 農政係

事 業 費

県支出金 637千円

町負担金 500千円

報償費（郷土料理教室、農業体験等） 340千円

旅費（食育講演会講師旅費） 98千円

需用費（食材費、生産資材費等） 396千円

役務費 47千円

使用料及び賃借料 256千円

課 名 農林水産課

係 名 農産係

事 業 費

県支出金 25,205千円

町負担額 4,448千円

会計年度任用職員報酬等 3,531千円

旅費 57千円

需用費 65千円

輸送コスト支援事業補助金 26,000千円

6 農産物加工センター管理運営費

　農産物加工センターと機能性植物加工センターが統合されました。地域の生産物に付加価値を高
めるとともに、特産品の開発等によって、地場産物の振興を促進し、地域の活性化を図る目的とし
ています。地域の農産物(肉類は除く)の加工の場を提供します。

3,094千円

財源内訳

主な経費

7 地域での食育の推進事業

　地域住民が地産地消を基本とした健康で豊かな食生活を実現できるよう、幅広い世代を対象に食
文化の継承や日本型食生活の普及促進、農林漁業体験を通じた食や農業への理解促進に努めます。

1,137千円

財源内訳

主な経費

8 奄美群島農林水産物等輸送コスト支援事業
　
　流通条件の不利性を軽減し、本土産地と同一条件の環境を整えるため、奄美群島の出荷港から県
本土の港までの輸送コストを補助します。
　補助対象者：農林水産物を生産し、本土へ出荷する団体・農業収入の申告を行っている者
　対象品目：①農産物(野菜等・花き・果樹)
　　　　　　②原材料（ばれいしょ種子など）
　補助対象経費：県本土および沖縄県までの輸送費(基準額に基づく額)

　

29,653千円

財源内訳

主な経費
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課 名 農林水産課

係 名 農産係

事 業 費

町負担額 3,000千円

①農業機械・資材 10万円×10件 1,000千円

②鳥獣被害 10万円×5件 500千円

③ハウス修繕 50万円×1件 500千円

④農業施設整備 100万円×1件 1,000千円

課 名 農林水産課

係 名 農産係

事 業 費

町負担額 960千円

①消耗品費

　ゴマダラカミキリ対策費 400千円

　アリモドキゾウムシ対策費 50千円

　アフリカマイマイ対策費 60千円

②報償費（買上)

 　9,000匹×50円／匹 450千円

9 園芸施設機械等補助事業

　
　生産基盤を強化するとともに付加価値の高い農業生産の推進を補助します。
（補助対象者）徳之島町在住かつ、町内にほ場がある農家
（事業内容）①農業機械及び農業用資材の導入　　1/2補助　（補助上限 100千円）
　　　　　　②鳥獣被害対策資材の導入　　　　　1/2補助　（補助上限 100千円）
　　　　　　③ハウスの修繕　　　　　　　　　　1/2補助　（補助上限 100千円）
　　　　　　④農業施設整備　　　　　　　　　　1/2補助　（補助上限 1,000千円）
（申込期限）　5月末 (申請が多い場合は抽選）

3,000千円

財源内訳

主な経費

10 害虫防除対策事業

①害虫防除対策として防除薬の購入費を定額助成します。
（各対象薬剤）モスピラン顆粒水溶剤（ゴマダラカミキリムシ用）
　　　　　　　ベネビアOD（アリモドキゾウムシ用）
　　　　　　　マイマイペレット（アフリカマイマイ用）
（申込期間）　モスピラン顆粒水溶剤　４月～7月
　　　　　　　ベネビアOD　通年
　　　　　　　マイマイペレット　通年
②カミキリムシ撲滅のため買上を行います。
（対象虫）　　ゴマダラカミキリムシ
（買取額）　　50円/匹
（買取期間）　４月～10月末まで

960千円

財源内訳

主な経費
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課 名 農林水産課

係 名 農産係

事 業 費

県支出金 8,180千円

町負担額（堆肥） 5,455千円

バラ堆肥助成　

さとうきび春植え分　6,000円×700ｔ 4,200千円

さとうきび夏植え分　6,000円×５00ｔ 3,000千円

園芸分　6,000円×５00ｔ 3,000千円

袋堆肥　105円×7,000袋 735千円

ペレット堆肥 270円×10,000袋 2,700千円

課 名 農林水産課

係 名 糖業係

事 業 費

県支出金 881千円

町負担額 2,775千円

種苗費 95千円

運搬費 801千円

委託費 2,760千円

11 環境保全型農業推進事業

 
　環境保全型農業推進として堆肥や緑肥の購入費を助成します。
 ・堆肥助成（定額）
（補助対象者）町内在住かつ町内に圃場がある農家
　　　　　　　町内の学校、幼稚園、保育園等
（対象品目）パワーフレッシュ（徳之島町堆肥センター製造）
（補助額）105円／袋・（バラ）6,000円／ｔ　270円/袋(ペレット)
（申込期限）終日受付(通年)

　

13,635千円

財源内訳

主な経費

12 さとうきび優良種苗供給確保事業

　
　さとうきび優良種苗（無病苗）の原苗ほを設置し、優良品種の計画的な普及を図り、生産の安
定、向上を図ります。

内容：委託先農家が植付１年後種苗用として農家へ提供
　　　春（２月～４月）夏（8月～１０月）

3,656千円

財源内訳

主な経費
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課 名 農林水産課

係 名 糖業係

事 業 費

ハリガネムシ　 1,000千円

チンチバック 200千円

野そ（ねずみ） 70千円

課 名 農林水産課

係 名 糖業係

事 業 費

緑肥定額補助 110千円

課 名 農林水産課

係 名 糖業係

事 業 費

町負担額 700千円

補助金 700千円

13 農薬助成事業

　さとうきび生産農家が健全なさとうきび経営を行うために農薬購入の一部助成を行います。
対象農薬
ハリガネムシ　：プリンスベイト、ダントツ粒剤、アドバンテージ、プレバソン
チンチバック　：スミチオン
野そ（ねずみ）：ヤソジオン

1,270千円

財源内訳

ハリガネムシ　関係機関30％・農家70％

チンチバック　関係機関50％・農家50％

野そ（ねずみ）関係機関50％・農家50％

主な経費

14 地力増強対策事業

　
　地力の低下によって、品質・収量等に影響していることから、地力増強対策として緑肥の栽培に
より地力増強を図ることで、単収向上・農家所得向上を図ります。

110千円

財源内訳
町負担30%・関係機関20％・農家50％

主な経費

15 黒砂糖祭

　
　昔ながらの黒砂糖造りを伝承することを目的とし、観光客の集客、町民が明るく豊かで活力に満
ちた健康の町づくりに資する事業です。

　

700千円

財源内訳

主な経費
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課 名 農林水産課

係 名 流通企画係

事 業 費

町負担金 1,000千円

その他負担金 400千円

町負担金 1,000千円

その他負担金 400千円

課 名 農林水産課

係 名 畜産係

事 業 費

課 名 農林水産課

係 名 畜産係

事 業 費

借入金 15,000千円

優良雌牛自家導入事業補助金 15,000千円

150頭×100,000円/頭

16 食と農林漁業の祭典

　食と農林漁業をテーマとしたイベントを毎年11月に開催し、各関係機関によるブースの出店や
フリーマーケット、ステージイベント等があり、農業功労者や小学5年生を対象とした夢ある農業
絵画入選者の表彰も行っています。

1,400千円

財源内訳

主な経費

17 家畜導入事業

　新規または、畜産農家への導入支援を行い３０万円を貸し付け、子牛導入負担の軽減を図りま
す。貸し付け金額は５年間で年６万円づつ返済となります。
 例）子牛1頭８０万円の場合
８０万－３０万＝５０万は農家手出し、残りの３０万は、５年返却となり町が貸し付けを行いま
す。
（貸し付け条件）　　＊　年齢　７５歳まで　　　＊　納税確認
　　　　　　　　　　＊　徳之島町内に居住し町内に牛舎がある方

　

0千円

財源内訳
基金より支出

主な経費

18 優良雌牛自家導入事業

　
　年々、繁殖牛の頭数は高齢化及び子牛の高値の影響で導入及び保留頭数は減少している状況で
す。この事業で増頭支援の取り組みを行っています。
（内容）　保留、または導入した子牛に対して一部助成　　100千円/頭，上限年2頭/戸
（条件）   ＊　徳之島の基幹、準基幹種雄牛
 　　　　  ＊　町税等の滞納がないこと

15,000千円

財源内訳

主な経費
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課 名 農林水産課

係 名 畜産係

事 業 費

町負担額 4,000千円

補助金 4,000千円

課 名 農林水産課

係 名 林務水産係

事 業 費

県支出金 2,150千円

町負担額 9,890千円

有害鳥獣捕獲報償費 6,760千円

有害鳥獣対策委託料 5,280千円

課 名 農林水産課

係 名 林務水産係

事 業 費

県支出金 1,400千円

町費負担 600千円

マツへの薬剤の樹幹注入委託料 2,000千円

19 畜産振興事業

　小規模農家を中心に機械、機材等の購入費用を助成します。町の農業生産の総合的な振興を図る
ため、農業機械、機材等の導入により、農業の低コスト化、農作業の省力化・効率化を図り、農業
者の生産意欲の向上と農地の有効利用を促進し、もつて持続可能な農業経営に資することを目的と
しています。
　例）子牛ハッチ・スタンチョン・回転柵・分娩カメラ等
（条件）   ＊　町税等の滞納がないこと

　

4,000千円

財源内訳

主な経費

20 有害鳥獣対策事業

　有害鳥獣による農作物被害が依然として町内全域で発生していることから、有害鳥獣を「寄せ付
けない」・「侵入させない」・「個体数を減らす」取組を一体的に行うことで、農作物被害の防
止、軽減を図り、農産物の生産性向上につなげます。

12,040千円

財源内訳

主な経費

21
みんなの森づくり県民税関係事業
　（旧：里山林等保全管理促進事業）

　町内の公共施設や景勝地などに存在する健全なマツを松くい虫被害から防除し、将来的にわたっ
て保全していくため薬剤の樹幹注入を行います。

2,000千円

財源内訳

主な経費
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課 名 農林水産課

係 名 林務水産係

事 業 費

県支出金 2,960千円

町負担額 1,604千円

消耗品費 10千円

流域育成林整備事業委託料 4,554千円

課 名 農林水産課

係 名 林務水産係

事 業 費

国庫支出金 17,040千円

借入金 4,200千円

町負担額 60千円

工事請負費 21,300千円

課 名 耕地課

係 名 計画係

事 業 費

町負担額 34,800千円

借入金 34,800千円

第一母志地区負担金 4,500千円

第一花徳地区負担金 6,000千円

第二下久志地区負担金 2,100千円

第二尾母2期地区負担金 3,000千円

他４地区負担金 54,000千円

12．耕地課

1 県営畑総事業

　徳之島ダムの水を利用した畑地かんがい施設（スプリンクラー等）整備事業、土層改良事業を
行っております。本事業導入により、作物の増収による農家所得の向上及び高収益作物の導入を目
的に、平成20年度より事業を継続的に行っております。

　

69,600千円

財源内訳

主な経費

23 水産物供給基盤機能保全事業

　
　効率的かつ効果的な漁港・漁場施設の更新を行い、漁業の振興を図ることを目的として、町が管
理する漁港施設（山漁港）において、機能保全計画に基づき老朽化した施設の機能保全工事を実施
します。

21,300千円

財源内訳

主な経費

22 造林事業（森林環境保全直接支援事業）

　徳之島町有林内の不用木等を除去し、適正な密度管理を行うことで、災害の未然防止を図るだけ
でなく、建築材や工芸品などに利用できる有用樹種の森林内構成割合を高めることで生産性の高い
森林をつくり、林業の活性化につなげます。

　

4,564千円

財源内訳

主な経費
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課 名 耕地課

係 名 保全係

事 業 費

町負担額 7,350千円

借入金 4,900千円

第二神嶺地区 12,250千円

課 名 耕地課

係 名 保全係

事 業 費

借入金 5,000千円

花徳 2,000千円

第二母間 3,000千円

課 名 耕地課

係 名 耕地係

事 業 費

県支出金（国：50%　県：25%） 39,132千円

町負担額（25％） 13,044千円

手々農地愛好クラブ 2,002千円

金見優癒グループ 924千円

山・畦ふるさと保全会 4,282千円

他７組織 44,968千円

4 多面的機能支払交付金事業

　農業振興を図るために、農用地、農道、水路等の農業用施設、農村環境を地域共同活動により適
切に管理することを目的に、農地維持活動、資源向上活動（共同）を１０組織で行っております。
【組織名】
①手々農地愛好クラブ　②金見優癒グループ　③山・畦ふるさと保全会
④花轟みどりの会農地・水・環境保全組織　⑤母間キュラサーデ会　⑥下久志・旭ヶ丘・水神隊
⑦神嶺・農地・水・保全隊農地・水・環境保全組織　⑧亀津南部農地保全隊
⑨亀津北部農地保全隊　⑩尾母ハテ・マモラレー隊

52,176千円

財源内訳

主な経費

　土地改良事業により造成されたダム、頭首工、用排水機場などの食糧供給に欠かせない施設を計
画的な整備補修を行うことで、機能を効率的に保全し施設の長寿命化を図るための事業です。

12,250千円

財源内訳

主な経費

3 農業水路等長寿命化・防災減災事業

　古くなった道路や水路などの施設が、台風や大雨などの災害で壊れ事故などが起きないように、
施設を長持ちさせるための修理を行い、皆さんが安心して利用するための事業です。

　

5,000千円

財源内訳

主な経費

2 基幹水利施設ストックマネジメント事業
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課 名 地域営業課

係 名 地域営業係

事 業 費

町負担額 49,781千円

生産物売払等収入 23,647千円

スタッフ賃金 42,217千円

消耗品費等の需用費 16,193千円

通信運搬費等の役務費 5,721千円

農作物等の原材料費 4,000千円

その他 5,297千円

課 名 地域営業課

係 名 地域営業係

事 業 費

町負担額 1,079千円

旅費 979千円

報償費 100千円

　徳之島町総合食品加工センター「美農里館」では、島の農作物を主原料として加工し、ジャム
(3種類）や島みかんドリンク、角煮豚カレー、ジェラート（アイスクリーム）とソルベ（シャー
ベット）8種類、徳之島産フルーツを使用した一次加工品の業務用果汁など、付加価値を高めた特
産品の製造・販売をしています。道の駅「とくのしま」とも連携を図り、島外で開催される物産展
や商談会へも参加し、本町の特産品の販路拡大や観光PRを行っております。
　また、企画課ふるさと思いやり応援推進室と連携し、ふるさと納税の返礼品の発送業務を行って
います。

73,428千円

財源内訳

主な経費

2 特産品PR事業

　島内農産物を主原料として「美農里館」で製造された加工品を県内外の商談会や物産展で展示・
販売します。本島の特産品の販路拡大に向けたPRはもちろんのこと、関係機関と連携した観光PR
も行っていきます。

1,079千円

財源内訳

主な経費

13．地域営業課

1 みのり館管理運営費
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課 名 おもてなし観光課

係 名 商工観光係

事 業 費

町負担額 1,350千円

体験ツアー委託料 600千円

郷土愛の旅事業補助金 750千円

課 名 おもてなし観光課

係 名 自然保護係

事 業 費

国庫支出金 4,000千円

町負担額 4,000千円

塩素剤等消耗品費 2,000千円

シロアゴガエル防除等業務委託料 3,000千円

沈砂池整備等重機借上 3,000千円

　
　令和5年5月に徳之島の徳之島町で特定外来生物のシロアゴガエルが初めて確認され、伊仙町ま
で拡大し、島内の確認地点は74か所となっています。
　世界自然遺産地域当に生息する在来カエル類等への影響も懸念されるため、早期の根絶が必要で
あり、令和８年度においても、環境省、鹿児島県、島内三町において、防除等を着実に推進してい
きます。

8,000千円

財源内訳

主な経費

14．おもてなし観光課

1 Comeback Tokunoshima　郷土愛の旅事業

　徳之島出身の関東・関西在住の2世及び3世が来島する際の費用を一部負担し、徳之島へ招待す
ることで、祖先や親の故郷を訪れ、徳之島を体験することにより、島の良さを感じ、2世及び3世
の郷土愛を芽生えさせ、移住定住や郷友会などへの参加を促し、ふるさと「徳之島町」の魅力を感
じてもらう事業です。

【事業概要】
　〇対　　象：住所が関東・関西圏内の郷友会・郷土会会員の2世及び3世の方
　〇内　　容：徳之島体験ツアー及びどんどん祭りへの参加
　〇助成内容：居住地と徳之島の往復にかかる運賃及び徳之島での宿泊費の一部を助成

　

1,350千円

財源内訳

主な経費

2 特定外来生物防除等対策事業(シロアゴガエル)
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課 名 おもてなし観光課

係 名 自然保護係

事 業 費

国庫支出金 2,500千円

外来植物対策戦略検討等業務委託料 2,500千円

課 名 おもてなし観光課

係 名 自然保護係

事 業 費

町負担額 2,000千円

ミリ波レーダーシステム構築業務委託料 2,000千円

課 名 おもてなし観光課

係 名 自然保護係

事 業 費

県支出金　 4,999千円

天城町・伊仙町負担額 2,499千円

町負担額　　 5,283千円

世界遺産センター管理運営負担金 2,783千円

世界自然遺産普及啓発事業 9,998千円

4 ミリ波レーダーシステム構築業務事業

　生物多様性の象徴であるアマミノクロウサギのロードキル対策として、ロードキル多発地点の道
路脇に電磁波の一つであるミリ波を使用したセンサーを設置し、実証実験を行うとともに、ミリ波
より波長の短い近赤外線を使用したLiDAR(ライダー)というセンサーでアマミノクロウサギの体形
やロードキル多発地点の道路周辺環境のデータ収集を行い、ドライバーに知らせるシステムの構築
を目指します。

2,000千円

財源内訳

主な経費

3 特定外来生物防除等対策事業(外来生物調査)

　徳之島へはオオカワヂシャやボタンウキクサなどの特定外来生物のほか，生態系被害防止外来種
リストに掲載されている外来植物の侵入が確認されており，関係機関で防除が行われているものの
島内において優先的に対策をとるべき種が定まっておらず，必ずしも計画的・効果的な対策につな
がっていない状況です。
　今後，徳之島の外来植物対策を計画的・効果的に実施するためには，侵入状況や保護上重要な地
域・種への影響等を考慮した上で，優先順位を付け対策を検討していきます。

2,500千円

財源内訳

主な経費

5 徳之島世界遺産センター管理運営事業

　徳之島は、2021年に世界自然遺産に登録され、今年(2026年)、登録5周年を迎えます。徳之
島世界遺産センターでは、世界に認められたこの素晴らしい自然を後生に引き継いでいくため、館
内の展示やイベント、企画展等を通して徳之島の世界自然遺産としての価値である「生物多様性」
やその豊かな自然の魅力を伝えています。引き続き、自然環境の適切な保全及び適正な利用の推進
を図るとともに、地域住民及び来島者の保全意識の向上や環境学習のより一層の推進に努めます。

12,781千円

財源内訳

主な経費
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課 名 建設課

係 名 地籍調査室

事 業 費

県支出金　 33,000千円

町負担額　　 11,773千円

事務員・作業員報酬等 8,625千円

事業・測量委託料 31,622千円

調査支援システムリース料 2,087千円

その他 2,439千円

課 名 建設課

係 名 土木係

事 業 費

国庫支出金 188,053千円

借入金 77,600千円

町負担額　　 3,596千円

工事請負費 62,530千円

測量設計委託料 63,600千円

用地・補償費 143,119千円

　地域の重要なアクセス道路として利用されている町道について、老朽化が進み、地域からも排水
等に関する改良を求める声が多く寄せられている路線の排水改良及び舗装修繕を行うほか、徳之島
町橋梁長寿命化計画に基づき、更新時期を迎えている橋の補修を行うことで、町道の安心・安全な
環境整備に努めます。

【令和8年度実施予定】
道路改良等：亀津中央線、亀津19号線、亀津新里横3号線、
　　　　　　亀徳井之川線、亀津大船築地線、亀徳西原線、亀徳11号線
橋梁修繕：大瀬橋、池の子橋、佐渡橋、第2大川橋、
橋梁点検：18橋

269,249千円

財源内訳

主な経費

1 地籍調査事業

　地籍調査とは国土調査法に基づき、毎年計画した一定の範囲内の土地一筆毎の所有者、地番、地
目、境界、面積等を調べる事業です。（平成3年度より各集落地を中心に調査を行っております）
　現在使われている土地登記簿(公簿)や公図(字図)は、古くは明治時代初期に作成されたこともあ
り、当時の測量技術の未熟さと長い年月による土地の移り変わりにより、現在の土地状況（現況）
と公簿が一致する事は稀であるため、多くの不便や土地の境界紛争等の原因となっています。
　地籍調査を実施し公簿と現況を可能な限り一致させる事により、土地の有効活用、財産の保護、
公課上の公平化・災害時の早期復旧に多大な恩恵をもたらす事が期待できます。

　＜事業の主な経費＞
①地権者との境界立会いや調査、現地立会いを実施するための伐採を行う作業員への報酬
②境界が判明した土地を測り、図面の作成を行う測量会社等への委託料
③地籍調査支援システムのリース料（調査の補助や完成した図面の管理を行う）
④立会を実施した後に境界の目印として打つ杭や金属鋲の購入費

【令和8年度の調査実施予定地区】
亀徳、諸田、徳和瀬地区の一部を予定しています。

　

44,773千円

財源内訳

主な経費

2 社会資本整備事業

15．建設課・地籍調査室
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課 名 建設課

係 名 道路係

事 業 費

県支出金 21,560千円

町負担額 600千円

作業員委託料 15,984千円

消耗品費・燃料費等 1,636千円

自動車・重機機械借上料 1,405千円

その他(修繕費等) 3,135千円

課 名 建設課

係 名 計画施行係

事 業 費

国庫支出金 65,250千円

借入額 65,200千円

町負担額　　 250千円

委託費 20,000千円

工事費 110,700千円

課 名 建設課

係 名 建築係

事 業 費

国庫支出金 40,533千円

借入金 71,000千円

町負担額　　 166千円

設計・監理委託料 8,615千円

工事請負費 103,084千円

　花徳団地・港川団地・千屋住宅では外壁改修工事、台所・浴室・洗面所給湯設備工事および合併
浄化槽への切替工事を実施し、建物の老朽化による事故等を未然に防ぐとともに長寿命化を図りま
す。

【8年度実施内容】花徳団地4棟4戸、港川団地1棟6戸、千屋住宅1棟4戸（改修設計・外壁改修
工事・3点給湯工事・合併浄化槽切替工事・工事監理）

111,699千円

財源内訳

主な経費

4 徳之島町公園施設長寿命化事業

　総合運動公園では施設の老朽化に伴い、町単独費による修繕や改修・撤去等が増え、通行できな
い木橋や散策路、機能していない施設が多くなり、平成29年度に公園施設長寿命化計画策定を行
いました。
令和８年度は、長寿命化支援事業によりプール施設、テニスコート付近の整備を進め、安全・安心
な都市公園の再整備を進めてまいります。

130,700千円

財源内訳

主な経費

5 公営住宅整備事業

3 県道路維持管理事業

　県からの権限移譲により、徳之島町の県道の草刈りや清掃等の簡易な維持管理を行います。

22,160千円

財源内訳

主な経費
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課 名 建設課

係 名 建築係

事 業 費

国庫補助金　 450千円

町負担額 550千円

補助金　 1,000千円

課 名 建設課

係 名 建築係

事 業 費

国庫支出金 1,000千円

県支出金　 500千円

町負担額 500千円

補助金 2,000千円

　

1,000千円

財源内訳

主な経費

7 空き家活用セーフティネット住宅改修助成事業

　
　空き家の利活用と住宅確保要配慮者の民間住宅への入居の円滑化を図るため、町民が町内の施工
業者を利用して、改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助します。

【実施対象】　・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修工事・耐震改修工事・共同居住用住宅に用途変更する為の改修工事
　　　　　　　・間取り変更工事・子育て世帯対応改修工事・防火、消火対策工事・省エネルギー
　　　　　　　　改修工事・交流スペースを設置する工事・最低限必要と認められた工事・居住支
　　　　　　　　援協議会等が必要と認める改修工事・安否確認の設備の設置改修工事・防音・遮
　　　　　　　　音工事
【補 助 額】　対象工事の66％（ただし、限度額を1,000千円とする）

2,000千円

財源内訳

主な経費

6 住宅リフォーム助成事業

　
　住宅の長寿命化、質の向上と併せて地域経済の活性化、雇用の安定化を図るため、町民が町内の
施工業者を利用して、個人住宅のリフォームを行う場合に、その費用の一部を補助します。

【実施対象】　・居室等の増築、間取りの変更
　　　　　　　・屋根、外壁、床、壁、天井等の改修
　　　　　　　・台所、ﾄｲﾚ、浴室、洗面所の改修など
【補 助 額】　対象工事の15％（ただし、限度額を240千円とする）
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課 名 学校教育課

係 名 庶務係

事 業 費

県支出金　 2,930千円

町負担額 4,716千円

ふるさと留学センター管理委託 780千円

ふるさと留学制度補助金 4,886千円

その他 1,980千円

課 名 学校教育課

係 名 庶務係

事 業 費

県支出金 5,460千円

町負担額 4,240千円

住居等修繕費 5,000千円

親子留学に関する特別助成金 4,200千円

引越にかかる手数料 500千円

　
　徳之島町親子留学制度は、島外から徳之島町内の小規模校に転入学を希望する児童生徒を留学生
として受け入れ、ＩＣＴを活用した「最先端の学び」と「世界自然遺産」の自然豊かな環境のもと
地域住民との触れ合いを通して豊かな人間性を育むとともに、地域の活性化及び教育の振興・充実
を推進します。

9,700千円

財源内訳

主な経費

16．学校教育課・給食センター

1 ふるさと留学制度事業

　
　手々小中学校及び山小・中学校の教育の充実や同地区の活性化を図ることを目的に離島留学生の
受入を行います。手々地区では，合宿型の留学生受入施設にて，山校区では，里親宅にて留学生を
受け入れます。居住費用や休業中の帰省旅費、さらには里親の傷害保険費用を補助し，安心して留
学生を受け入れるための運営体制を支援します。

【Ｒ７実績】手々校区留学生：４人

　

7,646千円

財源内訳

主な経費

2 徳之島町親子留学制度事業
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課 名 学校教育課

係 名 庶務係

事 業 費

県支出金 3,019千円

町負担額　 10,797千円

講師報償費等 2,244千円

進学塾講座・向学塾講演会委託料 6,243千円

各検定及び試験等負担金 2,648千円

会場使用料 589千円

その他 2,092千円

課 名 学校教育課

係 名 庶務係

事 業 費

県支出金 6,533千円

町負担額 19,441千円

タブレット等需用費 600千円

ＩＣＴ支援員業務委託料等 3,234千円

AＩ型キュビナ使用料 7,128千円

ＡＩロボットKebbi Air使用料 3,968千円

その他 11,044千円

4 ICT・IOT活用教育推進事業

　国が進めているGIGAスクール構想に基づき、小中学校で使用する一人1台のタブレット端末を
整備し、情報機器を活用した新しい学びを進める事業です。

変化の大きい時代の中で、デジタル教材などを活用しながら、子どもたちが好奇心をもって友だち
と協力し、自分の理解の進み具合に合わせて学ぶことができる環境づくりを目指します。また、教
職員とも連携しながら、仕事の進め方を見直し、よりよい学校教育の実現を目指します。

25,974千円

財源内訳

主な経費

3 教育再生事業

　児童生徒の自学学習の習慣を形成し、学習意欲の向上を図ることを目的として、土曜日に「学士
村塾」を開講します。
国語（漢字）・算数（数学）の基礎学力の定着を目指し、プリント学習やタブレット端末を併用し
た学習を展開します。学力の定着度を確認し、更なる意識向上を図るために漢字検定及び算数・数
学検定を実施します。
　また、中学3年生を対象に、5月から2月まで高校受験に特化したオンライン学習塾「進学塾」
を開講します。意欲のある生徒に対して、よりよい学習の機会を提供します。
　小学5年生から中学3年生を対象に学力向上対策試験を実施します。これまでの成績の変化や志
望校への合格状況を確認しながら、自ら進んで学習に取り組もうとする気持ちを高めます。あわせ
て、令和8年度からは、学士村塾生以外の小中学生も対象に、漢字検定および算数・数学検定を実
施します。
　希望する小中学校に、東京大学出身者や東京大学の学生を講師として派遣します。島内の子ども
たちがさまざまな考え方や将来の選択肢に触れ、自分の目標や将来について考えるきっかけとなる
よう、「学校連携向学プログラム」を実施します。
【令和7年度実績】
学士村塾参加者：116人
進学塾参加者：13人（前年度の0.92倍）
学力向上対策試験受験者数：小学生45人（前年度の2.3倍）、中学生91人（前年度の1.7倍）

　

13,816千円

財源内訳

主な経費
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課 名 学校教育課

係 名 庶務係

事 業 費

県支出金 4,254千円

町負担額 7,033千円

旅費（引率者日当） 135千円

留学手配等業務委託料 7,150千円

海外語学留学事業補助金 4,002千円

課 名 学校教育課

係 名 庶務係

事 業 費

県支出金 1,380千円

町負担額 920千円

教育プログラム報償費 80千円

旅費 320千円

バス・レンタカー借上料 300千円

補助金 1,600千円

　町の高校生がこれまでの培った語学力やコミュニケーション能力が海外で実際に適応できるか試
みることを目的とします。また、語学能力にとどまらず、コミュニケーションスキル、チャレンジ
精神、新しいものに興味を持つ柔軟性、家をはなれて過ごすことによって生まれる精神力などを身
に着け、グローバル社会を活躍する町の人材の育成することを目的とします。
【令和7年度　実施内容】
研修先　：アメリカ合衆国ニューヨーク市
期間　　：16泊17日　　　　　参加者　：町内在住高校生3名・引率者2名
研修内容：語学研修・ホームステイ体験・生活体験・異文化交流・職場訪問・学校訪問

　

11,287千円

財源内訳

主な経費

6 新しい時代にふさわしい教育推進事業（大学連携）

　次世代を担う子どもたちへ、最先端の学びの場の提供や世界的な知見を広げるため沖縄科学技術
大学大学院（以下OIST）等と連携し、教育の推進を図ることを目的としています。

【令和７年度　活動内容】
・小中学生を対象にOISTの学生による出前授業の実施。
・中学生を対象に沖縄へ研修に行き、OISTで行われた地元の高校生による研究発表会の視察や最
先端の施設を見学しました。また地元の中学生や、沖縄徳之島郷友会の方たちとの交流も実施する
ことができました。

　

2,300千円

財源内訳

主な経費

5 海外語学留学事業
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課 名 学校教育課

係 名 庶務係

事 業 費

町負担額 13,070千円

会計年度任用職員報酬等 3,676千円

商品券発行消耗品・切手代等 508千円

システム保守委託料等 886千円

商品券換金のための補助金 8,000千円

課 名 学校教育課

係 名 学校施設係

事 業 費

借入金 83,700千円

町負担額 28,000千円

工事監理業務委託料（付帯工事） 1,700千円

渡り廊下設置工事 40,000千円

外構２期工事 20,000千円

付帯道路整備工事 50,000千円

　
　老朽化や耐震性等の校舎の抱える問題を解決し、防災拠点機能としての強化を図るため、災害に
強い新校舎の整備を行いました。今年度は、渡り廊下、外構２期工事、付帯道路の整備を行いま
す。

【R６年度実施内容】
　新校舎工事監理業務委託、新校舎建築工事、外構Ⅰ期工事、旧校舎解体工事
【R７年度実施内容】
　プール・グラウンド工事監理業務、プール新築・グラウンド整備工事（令和８年度へ繰越）
【R８年度実施内容】
　付帯道路等工事管理業務、渡り廊下設置・外構２期・付帯道路整備工事

111,700千円

財源内訳

主な経費

7 われんきゃポイント事業

　年長児から小・中学校の児童生徒を対象に様々な教育活動にポイントを付与し、ポイント相当の
地域振興券を交付することで幼児児童生徒の活躍を奨励するとともに、子育て世帯の家庭教育を応
援します。様々な教育活動をポイント付与対象とすることで、児童生徒の努力や挑戦を応援し、子
育て世帯を支える地域づくりを目指します。

【令和7年度実績】
・われんきゃポイント事業加入者数：754人
・ポイント付与対象教育活動、地域活動数：105件

13,070千円

財源内訳

主な経費

8 東天城中学校外構付帯設備工事事業
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課 名 学校教育課

係 名 給食センター

事 業 費

借入金 12,000千円

町負担額 135千円

地質調査業務委託料 8,000千円

測量設計業務委託料 4,070千円

旅費 65千円

課 名 学校教育課

係 名 給食センター

事 業 費

町負担額　　　　　　　　　　　31,345千円31,259千円

物価高騰分の補助 3,000千円

商品券発行消耗品等 259千円

商品券換金のための補助金 28,000千円

10 学校給食費還元事業

　給食費の物価高騰による値上げ分の補助を行う事と、給食費納入額分の地域振興券を配布するこ
とにより、保護者の負担軽減と地域経済の活性化を図ります。

　

31,259千円

財源内訳

主な経費

9 給食センター建設事業

　
　現在の学校給食センターは建設後50年以上が経過し、厨房設備を含めた建物全体の老朽化が進
んでおり、その機能性と耐震性において様々な問題があります。今後も安心安全な給食を提供する
するためには新たな学校給食施設を整備する必要があることから、新施設の建設に向けて計画的に
進めていきます。

【R8年度実施内容】
〇地質調査　〇測量設計

　

12,135千円

財源内訳

主な経費
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課 名 社会教育課

係 名 社会体育係

事 業 費

町負担額 16,921千円

その他収入 510千円

負担金及び補助金 14,492千円

報償費（町民体育祭報償物品） 1,411千円

旅費 510千円

需用費（消耗品等） 150千円

備品購入費 800千円

その他 68千円

課 名 社会教育課

係 名 社会教育係

事 業 費

県支出金 2,210千円

町負担額 1,475千円

補助金 3,685千円

1 保健体育事業

　
　社会体育の充実と底辺拡大を積極的に進めるとともに、「生涯スポーツ」の振興を図り、心身と
もに健康で活力に満ちた町民の育成に努め、スポーツによる交流人口の拡大を図ります。

（令和8年度事業）
◯徳之島町体育協会事業（１１地区・２０競技連盟）
・徳州球技大会・大島地区大会・町民体育祭・町駅伝大会・大島地区復帰記念駅伝競走大会
◯徳之島町スポーツ少年団運営事業（１０競技・１８団体）
・町競技別交歓大会・大島地区交歓大会・県競技別交歓大会・九州ブロック交流大会

　

17,431千円

財源内訳

主な経費

2 インターンシップ教育事業

　
　中学３年生から高校２年生を対象とし、企業訪問や職場体験を通して望ましい勤労観や豊かな職
業観を育む事業です。令和８年度は、関西圏での企業訪問や学校間交流を通し、将来の夢に向かっ
て挑戦する中高生を応援します。
 
 【令和８年度実施内容】
　○日程：令和８年７月２６日（日）～７月３１日（金）　５泊６日
　○対象・人数：中学３年生～高校２年生　１２名程度
　○訪問予定先：サントリーホールディングス、大阪市役所、近畿大学　他

　

3,685千円

財源内訳

主な経費

17．社会教育課
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課 名 社会教育課

係 名 公民館係

事 業 費

公民館講座受講者負担金 500千円

その他収入 10千円

町負担額 5,268千円

公民館講座事業 2,681千円

二十歳のつどい事業 342千円

芸術鑑賞事業（小学校・中学校向け）950千円

その他 1,805千円

課 名 社会教育課

係 名 社会教育係

事 業 費

県支出金 3,057千円

町負担額 2,039千円

脚本演出制作業務委託料 1,200千円

消耗品費（小道具・衣装） 700千円

技術指導者講師謝金 596千円

その他 2,600千円

課 名 社会教育課

係 名 文化財係

事 業 費

国庫補助金　　　　　 1,666千円

県支出金 135千円

町負担額 1,533千円

委託料(測量委託、発掘作業員派遣) 2,289千円

需用費(消耗品、印刷製本費) 894千円

通信運搬費 78千円

その他(報償費、旅費) 73千円

5 町内遺跡発掘調査等事業

　徳之島町山里にある鉄滓が採集できる場所の遺構の範囲確認と測量調査を行います。
令和元、3～5年度にかけて実施した徳之島町尾母にある大谷山遺跡の発掘調査で得られた資料を
発掘調査報告書として刊行します。また、町内の陸上、沿岸部の分布調査も行います。

3,334千円

財源内訳

主な経費

5,778千円

財源内訳

主な経費

4 とくのしま劇団育成事業

　本事業では、小学生～高校生の児童・生徒を対象とした劇団を設立し、演劇を通した創造性や表
現力の向上、異世代間交流によるコミュニケーション能力の向上につなげます。
　内容については、徳之島の自然・文化を取り込み、徳之島の郷土学習につながるものとしていま
す。

　

5,096千円

財源内訳

主な経費

3 公民館事業

　中央公民館として各自治公民館と連携し地域のニーズに対応いたします。公民館講座や自主学習
グループの育成を推進し、島口・島唄・民舞の祭典、生涯学習フェア、島われんきゃの祭典などを
開催いたします。

　　○公民館講座　　○二十歳のつどい　　○舞台芸術等総合支援事業
　　○文化協会事業　○自治公民館連絡協議会事業　　○劇団四季こころの劇場事業
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課 名 社会教育課

係 名 史料編さん係

事 業 費

町負担額　 2,083千円

諸収入 100千円

町誌編さん専門員報酬 1,560千円

古文書調査指導謝金 20千円

消耗品（展示パネル・トナー等） 150千円

その他 453千円

課 名 社会教育課

係 名 社会教育係

事 業 費

県支出金 680千円

町負担額 977千円

家庭教育学級等報償費 906千円

旅費 220千円

消耗品費 444千円

会場借上料 74千円

その他 13千円

　町誌編さん事業で収集した様々な歴史資料の整理・デジタル化とそのデータのデジタルアーカイ
ブへの登録を進め、「いつでも・どこからでも」徳之島の歴史資料にアクセスできる状況を整備し
ます。
（現在公開中のデジタルアーカイブ☛https://jmapps.ne.jp/tokunoshima/）
（１）主な取り組み
　・郷土資料館所蔵「明治９年　御用日記」の翻刻・解読
　・町誌編さん事業で収集した古写真のデータ化（場所・年代などの情報を特定）
　・花徳中学校「学校日誌」等のデジタル化と内容解読
　・「徳之島民俗語彙誌」のテキスト化
　・「昭和100年」企画展～徳之島町の「昭和」～

　

2,183千円

財源内訳

主な経費

7 地域で支える家庭教育支援事業

　家庭教育は、全ての教育の出発点と言われ、保護者がその子に対して行う教育のことを言いま
す。本町では、家庭教育支援チーム「つむぎたい」を中心として、家庭教育の推進に取り組んでい
ます。また、家庭教育支援員やアドバイザーを委嘱し、親子体験講座の実施や、子育てサロンの開
設、各種健診時における家庭教育講話を行うほか、子育てに悩む保護者に寄り添うため、家庭教育
相談も随時行っております。
【令和8年度実施内容】
　○家庭教育相談　　○親子体験講座の実施　○家庭教育学級での家庭教育講話
　○子育てサロンの運営　　○各種健診時や就学時健診における家庭教育講話
　○家庭教育に関する講演会の実施　○小学校1年生に対するセカンドブック事業の実施

1,657千円

財源内訳

主な経費

6 史料編さん事業
（旧町誌編さん事業）

▲昭和30年代の古写真

▲郷土資料館所蔵古文書
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課 名 花徳支所

係 名 北部振興

事 業 費

町負担額 1,000千円

補助金 1,000千円

課 名 健康増進課

係 名 国民健康保険係

事 業 費

国民健康保険税 166,204千円

県支出金 1,022,544千円

一般会計等からの繰入金 132,763千円

その他の収入 1,107千円

国保が負担する医療費 995,403千円

県への納付金 297,070千円

保健事業費 20,038千円

その他の支出 10,107千円

　
　国民健康保険（国保）は、自営業の方や職場を退職した方など、他の保険に加入していない方が
加入する健康保険です。国保加入者が医療機関を受診する際は、支払う医療費が２割または３割と
なり、残りの額は国保が負担します（保険診療のみ）。
　国保は、加入者の皆様が納付される国民健康保険税（国保税）等によって費用を賄っています。
国保事業の安定した運営のためには、加入者の皆様による、国保税の納期内納付が欠かせません。
　なお、鹿児島県は全国と比較して１人あたり医療費が高額となっています。支出を抑えるために
は、国保加入者の皆様ひいては町民の皆様の、病気の早期発見・早期治療、毎年の健診受診が大切
です。

鹿児島県国保マスコットキャラクター
けんこう坊や

1,322,618千円

財源内訳

主な経費

　町制施行60周年記念事業として平成30年度に開催された「東天城祭り」を北部地区の地域活性
化への一躍を担う場として、山・手々校区、母間校区、花徳校区で持ち回り開催しています。北部
地区の連携強化を図るとともに、主催校区が主体となって企画・運営を行い、創意工夫を凝らして
実施している祭りです。

　

1,000千円

財源内訳

主な経費

19．国民健康保険事業特別会計

1 国民健康保険事業

18．花徳支所

1 東天城祭り
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課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

県支出金　 9,369千円

一般会計等からの繰入金 4,860千円

町負担額 2,364千円

報酬・手当・共済・報償費 6,590千円

旅費 495千円

需用費（印刷製本費など） 815千円

役務費（送料など） 931千円

委託料 7,416千円

器具借上料・会場使用料 346千円

課 名 健康増進課
係 名 国民健康保険係

事 業 費

町負担額 200千円

がんドック助成

　４万円×５名 200千円

3 がんドック受診費用一部助成事業
　
　徳之島町の国民健康保険に加入し、保険税の滞納がない40歳～74歳の方を対象に、がんの早期
発見を目的として「がんドック」を受診する際に、検査費用の一部を助成しています。
　※令和８年度における助成は、人間ドック・脳ドック・がんドックのうちいずれか 1 回としま
す。

【対象者】令和 8 年度（令和 9 年 3 月 31 日まで）に 40 歳～74 歳の誕生日を迎える方（申
込み順）
【助成額】検査費用額のうち4万円を助成
【検査機関】厚地記念クリニックPET画像センター（鹿児島市）

検査項目 200千円

が
ん
ド
ッ
ク

1.全身PET/CT検査
2.X線CT検査（胸・腹部、内臓脂肪
量測定含む）
3.超音波検査（甲状腺・腹部）
4.血液検査（腫瘍マーカー・血糖・
ピロリ菌・胃炎）
5.尿検査・便潜血検査
6.診察・検査結果説明

財源内訳

主な経費

特定
健診

厚生労働省が定める特定健康診査項
目（ヘモグロビンA1ｃ・クレアチニ
ン検査を含む）

2 特定健診・特定保健指導・国保保健事業

【特定健診は無料で受診できます】
　生活習慣病の重症化予防として現状分析・健診結果に基づく保健指導を行い、若年層から自分の
健康を考え守ることができるよう生活習慣病対策を重点的に行います。
　また、健康づくりの推進と重症化予防対策を実施し、国保被保険者の医療費適正化及び健康寿命
の延伸を目指します。
〇特定健診・特定保健指導
○特定健診未受診者対策事業　　○重複頻回受診・重複服薬者対策事業
○早期介入事業（若年健診）　　○生活習慣病重症化予防事業
○糖尿病性腎症重症化予防事業

　

16,593千円

財源内訳

主な経費
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課 名 健康増進課

係 名 国民健康保険係

事 業 費

町負担額 550千円

人間ドック助成

 島内医療機関２万円×５名 100千円

 島外医療機関３万円×10名 300千円

脳ドック助成

 ３万円×５名 150千円

課 名 健康増進課

係 名 保健センター

事 業 費

町負担額 1,778千円

報償費 1,500千円

需用費（印刷製本費など） 203千円

役務費（送料など） 75千円

1,778千円

財源内訳

主な経費

4 人間ドック・脳ドック受診費用一部助成事業

【令和8年度新規事業】
　徳之島町の国民健康保険に加入し、保険税の滞納がない40歳～74歳の方を対象に、疾病予防・
早期発見・早期治療を目的として「人間ドック」「脳ドック」受診費用の一部を助成します。
　※令和８年度における助成は、人間ドック・脳ドック・がんドックのうちいずれか 1 回としま
す。
　※助成を受ける際は、検査結果を徳之島町へ情報提供することが必須となります。

【対象者】令和8年度（令和9年3月31日まで）に40歳～74歳の誕生日を迎える方で、町の特定
健診を受診していない方（申込み順）
【助成額】検査費用額の２分の１（ただし下記「主な経費」の額が上限です）

550千円

財源内訳

主な経費

5 健康づくりポイント事業

【令和8年度新規事業】
　住民の健康の保持・増進、健康意識の向上を図ることを目的として、徳之島町の国民健康保険に
加入している20歳以上65歳未満の方を対象に、健康づくりに関する活動に参加することで、ポイ
ントを付与し、貯まったポイントと商品券を交換します。

○1ポイント100円とし、5ポイント（500円）から商品券と交換可能。
○1人につき50ポイント（5,000円）を上限とする。
○主なポイント付与項目
 ①特定健診またはこれに相当する健診の受診　　 ②集団健診での各種がん検診の受診
 ③各種健診の精密検査受診　 ④歯科相談の受診　⑤妊産婦健診の受診
 ⑥歩数・体重・血圧・腹囲測定の実施　             ⑦両親学級（マタニティクラス）への参加　等
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課 名 介護福祉課

係 名 介護保険係

事 業 費

国庫支出金 1,125千円

県支出金 556千円

町負担額 556千円

その他 2,213千円

委託料　 1,200千円

ポイント交換分　 3,000千円

事務費（印刷費） 250千円

課 名 介護福祉課

係 名 介護保険係

事 業 費

国庫支出金 1,350千円

県支出金 675千円

町負担額 675千円

その他 2,700千円

運営委託料 5,400千円

2 地域サロン事業

　高齢になっても元気で生きがいを持ち、住み慣れた地域で、自分らしくいきいきと暮らしていた
だきたいと思い、そのためには、身近な地域で、「人と人とのつながり」を深めることが重要で
す。
地域や近隣の人との接点をもつことで「ふれあい」が生まれ、周りの人が高齢者の様子を把握する
ことができ、高齢者の安全の確保にもつながります。
一人暮らしなど高齢者のみの世帯が増加しておりますが、高齢になると家の中に引きこもりがちに
なり、地域で孤立してしまう恐れもあります。それを防ぐためには地域との「つながり」を作るた
めに高齢者をはじめ地域の誰でもが気軽に立ち寄って、お茶を飲んだりレクリエーションをしなが
らおしゃべりのできる「居場所づくり」の確保に取り組んでおります。

5,400千円

財源内訳

主な経費

20．介護保険事業特別会計

1 高齢者元気度アップ・ポイント事業

　平成24年9月より「高齢者元気度アップ・ポイント事業」が開始されました。
この事業は、65歳以上の方が健康づくり活動などに参加すると、参加ポイントがつき、ポイント
数に応じて地元商店で使用できる商品券に交換できるというものです。
ポイントを集めて、元気でいきいきとした生活を続けていきましょう。

4,450千円

財源内訳

主な経費
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課 名 健康増進課

係 名 後期高齢者医療係

事 業 費

受託事業収入　　　　　　　　　2,337千円

町負担額　　　　　　　　　　　　1,043千円

委託料 2,637千円

報償費 84千円

通信運搬費（受診券郵送代） 246千円

健診データ管理 185千円

その他（消耗品・印刷費） 228千円

課 名 健康増進課

係 名 後期高齢者医療係

事 業 費

受託事業収入　 9,421千円

人件費（事業従事専門職） 2,892千円

需用費(消耗品・燃料費) 146千円

会場借上料 41千円

旅費（職員研修等） 142千円

繰出金(一般会計繰出金) 6,200千円

21．後期高齢者医療特別会計

1

　
　生活習慣病を早期に発見し、重症化を予防するため、「長寿健診（後期高齢者の健康診査）」を
1年に1回無料で実施しています。
　医療機関で通院中の方も対象となります。
　各種がん検診（同日実施。別途料金がかかります）も受けられますので、いつまでも健康で元気
な生活が送れるように年に1回の健診を受けましょう。
【長寿健診期間】令和8年５月中旬
　　　　　　　　令和8年７月下旬　※特定健診と同時実施です。

　

3,380千円

財源内訳

主な経費

長寿健診

2

　
　医療と介護をトータルでみた地域課題を関係者で共有し、高齢者の保健事業・国民健康保健事
業・介護保険の地域支援事業を一体的に実施し、高齢者ひとりひとりの状態に応じたきめ細やかな
重症化予防や介護予防支援を行います。
　高齢者の皆さんが住み慣れた地域でいきいきと健康で幸せに生活できる町づくりを目指します。

9,421千円

財源内訳

主な経費

一体的実施事業
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課 名 水道課

係 名 水道係

事 業 費

水道料金 205,722千円

一般会計繰入金 147,481千円

その他（資本費繰入収益等） 97,580千円

原水及び浄水費 42,557千円

配水及び給水費 9,156千円

総係費 134,928千円

その他（減価償却費等） 264,142千円

課 名 水道課

係 名 水道係

事 業 費

公営企業債 117,680千円

一般会計繰入金 10,000千円

水道事業経営戦略策定業務 3,000千円

第一浄水場更新事業 70,000千円

神嶺ダム更新事業 44,680千円

公営企業債元金償還金 146,954千円

2 水道事業（資本的事業）

　
　水道事業のうち、上水道施設の整備や改修などに関係する財布で「資本的事業」を実施ししてい
ます。
　資本的事業では、設備投資に関する事業で「老朽化した施設や管路の更新に関する支出」、「新
たな施設の建設に関する支出」、「工事を目的とした国・県補助金や企業債の借り入れによる収
入」、「これまでに借り入れした借入金の償還金」などを経理しています。
　資本的事業で整備された上水道施設などは固定資産となり、整備した年度以降に、耐用年数に応
じた減価償却費を計上することで、翌年度以降の収益事業の費用となっていきます。
　また、経費に対する財源の不足分は収益事業の純利益や内部留保資金などで補填します。

264,634千円

財源内訳

主な経費

22．水道事業会計

1 水道事業（収益的事業）

　水道事業は、「公営企業会計」といって民間企業と同様の会計原則に基づく会計方式により事業
を実施しています。公営企業会計は２つの財布をもっていて、水道料金収入や上水道施設の維持管
理費などに関係する財布で「収益的事業」を行い、上水道施設の整備や改修などに関係する財布で
「資本的事業」を実施ししています。
　収益的事業では、「水道水の売上げがいくらあったか」や「水道水を作り、きれいにするために
いくらかかったか」により、１年間の利益や損失を経理しています。つまり、１年度中に発生する
すべての収益と、それに対応するすべての費用が収益的事業に含まれます。

　

450,783千円

財源内訳

主な経費

亀徳第一浄水場
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課 名 建設課

係 名 農業集落排水係

事 業 費

営業収益（下水道使用料等） 1,416千円

営業外収益（一般会計繰入金等） 10,190千円

営業費用（施設維持管理委託費等） 11,328千円

営業外費用（町債利子償還金） 278千円

課 名 建設課

係 名 農業集落排水係

事 業 費

内部留保資金 3,376千円

企業債償還金 3,376千円

　
　下久志地区において、生活環境の向上・農業用水の水質保全・自然環境保全を目的に、トイレ・
台所・お風呂などの生活排水を処理場に集め綺麗にして自然に戻す事業を行っております。
　令和６年度より地方公営企業法が適用になり、今までの公共下水道事業特別会計と農業集落排水
事業特別会計が一本化され、新たに「徳之島町下水道事業会計(公営企業会計)」になりました。事
業内容は引き続きこれまでの事業を進めてまいります。公営企業会計は「収益的事業」と「資本的
事業」の２つに分かれ事業を実施しています。
　収益的事業では、下水道使用料などの収入で施設の維持管理費や企業債の利息などの支出を賄う
独立採算制を原則としています。

施設名：下久志クリーンセンター　使用世帯数48世帯(R8年4月1日現在)

　

11,606千円

財源内訳

主な経費

2 下水道事業（資本的事業）

　資本的事業では、下水道施設の建設や改良、更新に係る費用（建設改良費）や企業債元金の償還
金など、将来の収益に対応する資本の増減を扱います。公営企業では収益的事業での利益や内部留
保資金で資本的事業の予算不足分を補填します。
　農業集落排水事業については施設の老朽化等を踏まえ、今後の事業方針について検討していきま
す。

　

3,376千円

財源内訳

主な経費

23．下水道事業会計（農業集落排水事業）

1 下水道事業（収益的事業）
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課 名 建設課

係 名 下水道係

事 業 費

営業収益（下水道使用料等） 35,745千円

営業外収益（一般会計繰入金等） 229,498千円

営業費用（施設維持管理委託費等） 242,207千円

営業外費用（企業債利子償還金等） 23,036千円

課 名 建設課

係 名 下水道係

事 業 費

企業債 234,300千円

国庫補助金 214,350千円

内部留保資金 54,158千円

建設改良費（工事請負費等） 448,700千円

企業債元金償還金 54,108千円

　資本的事業では、下水道施設の建設や改良、更新に係る費用（建設改良費）や企業債元金の償還
金など、将来の収益に対応する資本の増減を扱います。公営企業では収益的事業での利益や内部留
保資金で資本的事業の予算不足分を補填します。
　本町では平成17年度より、公共下水道事業に着手しており、亀津地区を事業計画区域として整
備を進め、現在整備率約59％となっております。今後も快適な生活環境の創出、世界自然遺産に
登録された豊かな自然環境の保全を目指し、下水道の整備を進めて参ります。
　令和８年度は、亀津南区、中区、北区の管路整備を予定しております。

502,808千円

財源内訳

主な経費

24．下水道事業会計（公共下水道事業）

1 下水道事業（収益的事業）

　
　令和６年度より地方公営企業法が適用になり、今までの公共下水道事業特別会計と農業集落排水
事業特別会計が一本化され、新たに「徳之島町下水道事業会計(公営企業会計)」になりました。事
業内容は引き続きこれまでの事業を進めてまいります。公営企業会計は「収益的事業」と「資本的
事業」の２つに分かれ事業を実施しています。
　収益的事業では、下水道使用料などの収入で施設の維持管理費や企業債の利息などの支出を賄う
独立採算制を原則としています。
　下水道への接続工事について、皆様の負担を軽減するため排水設備接続支援制度を実施してお
り、令和７年度末には、供用開始区域内で接続率も約56％を達成することができました。
未接続の家庭や店舗におきましては、支援制度を有効に活用していただき，下水道への接続に御協
力お願いいたします。

265,243千円

財源内訳

主な経費

2 下水道事業（資本的事業）
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